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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク機器構成のための方法であって、
　第１のネットワーク機器が前記第１のネットワーク機器の第１の通信インターフェース
を介して、通信ネットワークのゲートウェイに結合されるかどうか、及びワイドエリアネ
ットワークが前記第１の通信インターフェースを介して前記第１のネットワーク機器にア
クセス可能であるかどうかを決定することと、
　前記第１のネットワーク機器が、前記第１の通信インターフェースを介して、前記ゲー
トウェイに結合されること、および、前記ワイドエリアネットワークが、前記第１の通信
インターフェースを介して前記第１のネットワーク機器にアクセス可能であること、に少
なくとも部分的に基づいて、前記第１のネットワーク機器が前記通信ネットワークの中央
アクセスポイントであることを決定することと、
　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントであると決定したことに応答
して、前記第１のネットワーク機器を構成するための動作パラメータを決定することと、
を備え、
　前記ワイドエリアネットワークが、前記第１の通信インターフェースを介して前記第１
のネットワーク機器にアクセス可能であるかどうかを決定することは、動的ホスト構成プ
ロトコル（ＤＨＣＰ）サーバが前記第１の通信インターフェースからアクセス可能である
かどうかを決定することを備える、方法。
【請求項２】
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　前記第１のネットワーク機器は、第２の通信インターフェースを更に含み、ここにおい
て、前記第１の通信インターフェース及び前記第２の通信インターフェースは、同じ通信
プロトコルを使用する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のネットワーク機器は、第２の通信インターフェースを更に含み、ここにおい
て、前記第１の通信インターフェース及び前記第２の通信インターフェースは、異なる通
信プロトコルを使用する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントではないと決定することと、
　前記第１のネットワーク機器に関連する性能測定に、少なくとも部分的に、基づいて前
記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定することと
を更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定することは、アクセスポイント、ク
ライアントステーション又は中継機器として前記第１のネットワーク機器を構成すべきか
どうかを決定することを備える、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のネットワーク機器に関連する前記性能測定は、前記第１のネットワーク機器
と前記中央アクセスポイントとの間のワイヤレス通信リンクの品質、前記第１のネットワ
ーク機器と前記中央アクセスポイントとの間の電力線通信（ＰＬＣ）リンクの品質及び前
記第１のネットワーク機器におけるワイヤレスカバレージの品質から成るグループから選
択される少なくとも１つの要素を含む、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のネットワーク機器と前記中央アクセスポイントとの間の前記ワイヤレス通信
リンクの前記品質は、前記第１のネットワーク機器のワイヤレスネットワークインターフ
ェースにおいて前記中央アクセスポイントから受信されたワイヤレス信号の信号強度であ
り、
　前記第１のネットワーク機器と前記中央アクセスポイントとの間の前記ＰＬＣリンクの
前記品質は、前記第１のネットワーク機器の電力線ネットワークインターフェースにおい
て前記中央アクセスポイントから受信された電力線信号の信号強度である、請求項６に記
載の方法。
【請求項８】
　前記第１のネットワーク機器におけるワイヤレスカバレージの前記品質は、前記通信ネ
ットワークの複数のアクセスポイントからの前記第１のネットワーク機器のワイヤレスネ
ットワークインターフェースにおいて測定された複数の信号強度値のうちの最大値であり
、ここにおいて、前記中央アクセスポイントが前記複数のアクセスポイントのうちの１つ
である、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定することは、
　前記第１のネットワーク機器のアクセスポイントモジュールを使用可能にすべきか、又
は使用不可にすべきかを決定すること、及び
　前記第１のネットワーク機器のクライアントステーションモジュールを使用可能にすべ
きか、又は使用不可にすべきかを決定すること
から成るグループから選択される要素のうちの少なくとも１つを備える、請求項４に記載
の方法。
【請求項１０】
　前記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定することは、前記第１のネットワー
ク機器と前記中央アクセスポイントとの間の通信ホップの数に更に基づく、請求項４に記
載の方法。
【請求項１１】
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　前記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定することは、
　前記第１のネットワーク機器のアクセスポイントモジュールをアクティブ化することと
、前記第１のネットワーク機器のクライアントステーションモジュールを使用不可にする
こととによって、アクセスポイントとして前記第１のネットワーク機器を構成すべきか、
　前記アクセスポイントモジュールを使用不可にすることと、前記クライアントステーシ
ョンモジュールをアクティブ化することとによって、シンク機器として前記第１のネット
ワーク機器を構成すべきか、
　前記アクセスポイントモジュールと前記クライアントステーションモジュールの両方を
アクティブ化することによって、中継機器として前記第１のネットワーク機器を構成すべ
きか、又は
　前記アクセスポイントモジュールと前記クライアントステーションモジュールの両方を
使用不可にすることによって、前記第１のネットワーク機器のワイヤレス通信を使用不可
にすべきか
を決定することを備える、請求項４に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定することは、
　アクセスポイントとして前記第１のネットワーク機器を構成すべきかどうかを決定する
ことと、
　アクセスポイントとして前記第１のネットワーク機器を構成すべきであると決定したこ
とに応答して前記中央アクセスポイントと同じ通信チャネル上で動作するように前記第１
のネットワーク機器のアクセスポイントモジュールを構成することと
を備える、請求項４に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定するための動作を再実行すべきかど
うかを決定するために、前記第１のネットワーク機器に関連する前記性能測定を監視する
ことを更に備える、請求項４に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１のネットワーク機器が前記第１の通信インターフェースを介して前記ゲートウ
ェイに結合されると前記決定することは、前記第１のネットワーク機器のワイヤードイン
ターフェースが１つの通信ホップにより前記ゲートウェイに結合されると決定することを
備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　２つ以上の通信ホップにより前記ゲートウェイに結合される前記第１のネットワーク機
器のイーサネットインターフェースに、少なくとも部分的に、基づいて、前記第１のネッ
トワーク機器が前記中央アクセスポイントではないと決定することを更に備える、請求項
１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１のネットワーク機器が前記第１の通信インターフェースを介して前記ゲートウ
ェイに結合されるかどうかを前記決定することは、前記第１のネットワーク機器のイーサ
ネットインターフェースがイーサネット通信媒体を介して１つの通信ホップにより前記ゲ
ートウェイに結合すると決定することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１のネットワーク機器は、前記第１のネットワーク機器を対応する複数の通信媒
体に結合する複数のネットワークインターフェースを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記動作パラメータを使用して前記第１のネットワーク機器を構成することと、
　前記第１のネットワーク機器の構成を変更すべきかどうかを決定するために前記通信ネ
ットワークを監視することと
　を更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
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　前記動作パラメータは、動作通信帯域、動作通信チャネル及び送信電力から成るグルー
プから選択される少なくとも１つの要素を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントであると決定したことに応答
して、
　前記通信ネットワークがレガシーアクセスポイントを含むことを決定することと、
　前記第１のネットワーク機器に関連する前記動作パラメータと、前記レガシーアクセス
ポイントに関連する動作パラメータとに、少なくとも部分的に、基づいて前記第１のネッ
トワーク機器を構成することと
　を更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　前記動作パラメータを決定することは、
　前記第１のネットワーク機器が動作するように構成される動作通信帯域を識別すること
と、
　前記動作通信帯域内の動作通信チャネルを選択することと、
　前記動作通信チャネルを使用して通信するように前記第１のネットワーク機器を構成す
ることとを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　前記動作通信チャネル上で前記中央アクセスポイントからの通信のための送信電力レベ
ルを選択することを更に備える、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントではないと決定することと、
　前記中央アクセスポイントを識別する指示を前記第１のネットワーク機器が受信したか
どうかを決定することと、
　前記指示を前記第１のネットワーク機器が受信していないと決定したことに応答して、
　前記中央アクセスポイントを識別して前記中央アクセスポイントの通信資格情報を決定
するためのメッセージを前記通信ネットワークにおいてブロードキャストすることとを更
に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントではないと決定することと、
　前記中央アクセスポイントから受信された通信資格情報に、少なくとも部分的に、基づ
いて、前記第１のネットワーク機器と前記中央アクセスポイントとの間の通信リンクを確
立することと、
　前記第１のネットワーク機器と前記中央アクセスポイントとの間の前記通信リンクを確
立した後に前記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定することと
を更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２５】
　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントではないと決定することと、
　前記中央アクセスポイントに関連する動作パラメータ及び前記第１のネットワーク機器
の構成に、少なくとも部分的に、基づいて、前記第１のネットワーク機器に関連する前記
動作パラメータを決定すること
　を更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２６】
　前記第１のネットワーク機器のネットワークインターフェースのブリッジング動作を使
用可能にすべきかどうかを決定することを更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２７】
　前記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定することは、
　中継機器として前記第１のネットワーク機器を構成すべきかどうかを決定することと、
　中継機器として前記第１のネットワーク機器を構成すべきであると決定したことに応答
して、前記第１のネットワーク機器のクライアントステーションモジュールと前記第１の
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ネットワーク機器のアクセスポイントモジュールとをアクティブ化することと
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２８】
　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントであるかどうかを決定するた
めの動作を再実行すべきかどうかを決定するために、前記通信ネットワークを監視するこ
とを更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２９】
　プロセッサと、
　前記プロセッサと結合された構成ユニットとを備える第１のネットワーク機器であって
、前記構成ユニットは、
　　前記第１のネットワーク機器が前記第１のネットワーク機器の第１の通信インターフ
ェースを介して通信ネットワークのゲートウェイに結合されるかどうか、及びワイドエリ
アネットワークが前記第１の通信インターフェースを介して前記第１のネットワーク機器
にアクセス可能であるかどうかを決定することと、
　　前記第１のネットワーク機器が、前記第１の通信インターフェースを介して前記ゲー
トウェイに結合されること、および、前記ワイドエリアネットワークが、前記第１の通信
インターフェースを介して前記第１のネットワーク機器にアクセス可能であること、に少
なくとも部分的に基づいて、前記第１のネットワーク機器が前記通信ネットワークの中央
アクセスポイントであることを決定することと、
　　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントであると決定したことに応
答して、前記第１のネットワーク機器を構成するための動作パラメータを決定することと
、
　を行うように構成され、
　前記ワイドエリアネットワークが、前記第１の通信インターフェースを介して前記第１
のネットワーク機器にアクセス可能であるかどうかを決定することは、動的ホスト構成プ
ロトコル（ＤＨＣＰ）サーバが前記第１の通信インターフェースからアクセス可能である
かどうかを決定することを備える、第１のネットワーク機器。
【請求項３０】
　前記構成ユニットは、
　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントではないと決定することと、
　前記第１のネットワーク機器に関連する性能測定に、少なくとも部分的に、基づいて前
記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定することと、
を行うように更に構成される、請求項２９に記載の第１のネットワーク機器。
【請求項３１】
　前記第１のネットワーク機器に関連する前記性能測定は、前記第１のネットワーク機器
と前記中央アクセスポイントとの間のワイヤレス通信リンクの品質、前記第１のネットワ
ーク機器と前記中央アクセスポイントとの間の電力線通信（ＰＬＣ）リンクの品質、及び
前記第１のネットワーク機器におけるワイヤレスカバレージの品質から成るグループから
選択される少なくとも１つの要素を含む、請求項３０に記載の第１のネットワーク機器。
【請求項３２】
　前記構成ユニットは、前記第１のネットワーク機器と前記中央アクセスポイントとの間
の通信ホップの数に基づいて前記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定するよう
に更に構成される、請求項３０に記載の第１のネットワーク機器。
【請求項３３】
　前記構成ユニットは、
　前記第１のネットワーク機器のアクセスポイントモジュールをアクティブ化することと
、前記第１のネットワーク機器のクライアントステーションモジュールを使用不可にする
こととによって、アクセスポイントとして前記第１のネットワーク機器を構成すべきか、
　前記アクセスポイントモジュールを使用不可にすることと、前記クライアントステーシ
ョンモジュールをアクティブ化することとによって、シンク機器として前記第１のネット



(6) JP 6312827 B2 2018.4.18

10

20

30

40

50

ワーク機器を構成すべきか、
　前記アクセスポイントモジュールと前記クライアントステーションモジュールの両方を
アクティブ化することによって、中継機器として前記第１のネットワーク機器を構成すべ
きか、又は
　前記アクセスポイントモジュールと前記クライアントステーションモジュールの両方を
使用不可にすることによって、前記第１のネットワーク機器のワイヤレス通信を使用不可
にすべきかを決定するように更に構成される、請求項３０に記載の第１のネットワーク機
器。
【請求項３４】
　前記構成ユニットは、
　アクセスポイントとして前記第１のネットワーク機器を構成すべきかどうかを決定する
ことと、
　アクセスポイントとして前記第１のネットワーク機器を構成すべきであると決定したこ
とに応答して前記中央アクセスポイントと同じ通信チャネル上で動作するように前記第１
のネットワーク機器のアクセスポイントモジュールを構成することと
を行うように更に構成される、請求項３０に記載の第１のネットワーク機器。
【請求項３５】
　少なくとも前記プロセッサと結合された監視ユニットを更に備え、前記監視ユニットは
、前記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定するための動作を再実行すべきかど
うかを決定するために、前記通信ネットワークを監視するように構成される、請求項３０
に記載の第１のネットワーク機器。
【請求項３６】
　機械実行可能命令を記憶した機械可読記憶媒体であって、前記機械実行可能命令は、
　第１のネットワーク機器が前記第１のネットワーク機器の第１の通信インターフェース
を介して通信ネットワークのゲートウェイに結合されるかどうか、及びワイドエリアネッ
トワークが前記第１の通信インターフェースを介して前記第１のネットワーク機器にアク
セス可能であるかどうかを決定することと、
　前記第１のネットワーク機器が、前記第１の通信インターフェースを介して前記ゲート
ウェイに結合されること、および、前記ワイドエリアネットワークが、前記第１の通信イ
ンターフェースを介して前記第１のネットワーク機器にアクセス可能であること、に少な
くとも部分的に基づいて、前記第１のネットワーク機器が前記通信ネットワークの中央ア
クセスポイントであることを決定することと、
　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントであると決定したことに応答
して、前記第１のネットワーク機器を構成するための動作パラメータを決定することと、
　を行うための命令を備え、
　前記ワイドエリアネットワークが、前記第１の通信インターフェースを介して前記第１
のネットワーク機器にアクセス可能であるかどうかを決定することは、動的ホスト構成プ
ロトコル（ＤＨＣＰ）サーバが前記第１の通信インターフェースからアクセス可能である
かどうかを決定することを備える、機械可読記憶媒体。
【請求項３７】
　前記命令は、
　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントではないと決定することと、
　前記第１のネットワーク機器に関連する性能測定に、少なくとも部分的に、基づいて前
記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定することと
を行うための命令を更に備える、請求項３６に記載の機械可読記憶媒体。
【請求項３８】
　前記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定するための前記命令は、前記第１の
ネットワーク機器と前記中央アクセスポイントとの間の通信ホップの数を決定するための
命令を更に備える、請求項３７に記載の機械可読記憶媒体。
【請求項３９】
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　前記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定するための前記命令は、
　前記第１のネットワーク機器のアクセスポイントモジュールをアクティブ化することと
、前記第１のネットワーク機器のクライアントステーションモジュールを使用不可にする
こととによって、アクセスポイントとして前記第１のネットワーク機器を構成すべきか、
　前記アクセスポイントモジュールを使用不可にすることと、前記クライアントステーシ
ョンモジュールをアクティブ化することとによって、シンク機器として前記第１のネット
ワーク機器を構成すべきか、
　前記アクセスポイントモジュールと前記クライアントステーションモジュールの両方を
アクティブ化することによって、中継機器として前記第１のネットワーク機器を構成すべ
きか、又は
　前記アクセスポイントモジュールと前記クライアントステーションモジュールの両方を
使用不可にすることによって、前記第１のネットワーク機器のワイヤレス通信を使用不可
にすべきかを決定するための命令を更に備える、請求項３７に記載の機械可読記憶媒体。
【請求項４０】
　前記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定するための前記命令は、
　アクセスポイントとして前記第１のネットワーク機器を構成すべきかどうかを決定する
ことと、
　アクセスポイントとして前記第１のネットワーク機器を構成すべきであると決定したこ
とに応答して前記中央アクセスポイントと同じ通信チャネル上で動作するように前記第１
のネットワーク機器のアクセスポイントモジュールを構成することと、
を行うための命令を更に備える、請求項３７に記載の機械可読記憶媒体。
【請求項４１】
　前記命令は、
　前記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定するための動作を再実行すべきかど
うかを決定するために、前記通信ネットワークを監視するための命令を更に備える、請求
項３７に記載の機械可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
　[0001]本出願は、２０１３年８月１５日に出願された米国出願第１３／９６８，０５０
号の優先権の利益を主張する。
【０００２】
　[0002]本発明の主題の実施形態は、一般に、通信ネットワークの分野に関し、より詳細
には、ネットワーク機器の自動構成に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ハイブリッド通信ネットワークは、通常、複数のネットワーキング技術（例えば
、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）技術、電力線通信技術、イーサネ
ット（登録商標）など）を実装する複数のネットワーク機器を備える。通常、通信機構及
びプロトコル仕様（例えば、機器及びトポロジーの発見、他のネットワークへのブリッジ
ングなど）は、各ネットワーキング技術に固有である。複数のネットワーキング技術は、
通常、単一の拡張された通信ネットワークを形成するために、異なるネットワーク技術及
び媒体の間でフレームを転送するブリッジング対応機器を使用して相互接続される。ハイ
ブリッド通信ネットワークは、通常、任意の２つのハイブリッド機器間の複数のフレーム
配信経路を提示する。
【発明の概要】
【０００４】
　[0004]ネットワーク機器の自動構成のための様々な実施形態が開示される。幾つかの実
施形態では、方法は、第１のネットワーク機器が通信ネットワークの中央アクセスポイン
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トであるかどうかを決定することと、ここにおいて、中央アクセスポイントが第１の通信
インターフェースを介して通信ネットワークのゲートウェイに結合され、少なくとも第２
の通信インターフェースを介して第２のネットワーク機器に結合される、第１のネットワ
ーク機器が中央アクセスポイントであると決定したことに応答して、中央アクセスポイン
トとして構成された第１のネットワーク機器についての動作パラメータを決定することと
、第１のネットワーク機器が中央アクセスポイントではないと決定したことに応答して、
第１のネットワーク機器における通信リンク性能測定に少なくとも部分的に基づいて、第
１のネットワーク機器を構成する方法を決定することとを備える。
【０００５】
　[0005]幾つかの実施形態では、第１の通信インターフェースは、第２の通信インターフ
ェースと同じである。
【０００６】
　[0006]幾つかの実施形態では、第１の通信インターフェースは、第２の通信インターフ
ェースとは異なる。
【０００７】
　[0007]幾つかの実施形態では、第１のネットワーク機器が中央アクセスポイントである
かどうかを前記決定することは、第１のネットワーク機器の所定のワイヤードインターフ
ェースが１つの通信ホップによりゲートウェイに結合されると決定したことに応答して、
第１のネットワーク機器が中央アクセスポイントであると決定することを備える。
【０００８】
　[0008]幾つかの実施形態では、第１のネットワーク機器が中央アクセスポイントである
かどうかを前記決定することは、第１のネットワーク機器のイーサネットインターフェー
スが１つの通信ホップによりゲートウェイに結合されると決定したことに応答して、第１
のネットワーク機器が中央アクセスポイントであると決定することを備える。
【０００９】
　[0009]幾つかの実施形態では、第１のネットワーク機器が中央アクセスポイントである
かどうかを前記決定することは、第１のネットワーク機器のイーサネットインターフェー
スが２つ以上の通信ホップによりゲートウェイに結合されると決定したことに応答して、
第１のネットワーク機器が中央アクセスポイントではないと決定することを備える。
【００１０】
　[0010]幾つかの実施形態では、第１のネットワーク機器が中央アクセスポイントである
かどうかを前記決定することは、第１のネットワーク機器のイーサネットインターフェー
スがイーサネット通信媒体を介して通信ネットワークのゲートウェイに結合されるかどう
かを決定することを備える。
【００１１】
　[0011]幾つかの実施形態では、第１のネットワーク機器が中央アクセスポイントである
かどうかを前記決定することは、第１のネットワーク機器が第１の通信インターフェース
を介してゲートウェイに結合されると決定したことに応答して、ワイドエリアネットワー
クが第１のネットワーク機器の第１の通信インターフェースからアクセス可能であるかど
うかを決定することと、ワイドエリアネットワークが第１のネットワーク機器の第１の通
信インターフェースからアクセス可能であると決定したことに応答して、第１のネットワ
ーク機器が中央アクセスポイントであると決定することとを備える。
【００１２】
　[0012]幾つかの実施形態では、第１のネットワーク機器が中央アクセスポイントである
かどうかを前記決定することは、第１のネットワーク機器が第１の通信インターフェース
を介してゲートウェイに結合されると決定したことに応答して、動的ホスト構成プロトコ
ル（ＤＨＣＰ：dynamic host configuration protocol）サーバが第１のネットワーク機
器の第１の通信インターフェースからアクセス可能であるかどうかを決定することと、Ｄ
ＨＣＰサーバが第１のネットワーク機器の第１の通信インターフェースからアクセス可能
であると決定したことに応答して、第１のネットワーク機器が中央アクセスポイントであ
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ると決定することとを備える。
【００１３】
　[0013]幾つかの実施形態では、第１のネットワーク機器は、第１のネットワーク機器を
対応する複数の通信媒体に結合する複数のネットワークインターフェースを備える。
【００１４】
　[0014]幾つかの実施形態では、第１のネットワーク機器が中央アクセスポイントである
かどうかを前記決定することは、第１のネットワーク機器が第１の通信インターフェース
を介して１つの通信ホップによりゲートウェイに結合されると決定したことに応答して、
第１のネットワーク機器が中央アクセスポイントであると決定することを備える。
【００１５】
　[0015]幾つかの実施形態では、動作パラメータは、動作通信帯域、動作通信チャネル、
第１のネットワーク機器のネットワークインターフェースを使用可能にすべきか、又は使
用不可にすべきか、及び送信電力のうちの少なくとも１つを備える。
【００１６】
　[0016]幾つかの実施形態では、第１のネットワーク機器が中央アクセスポイントである
と決定したことと、通信ネットワークがレガシーアクセスポイントを備えていると決定し
たこととに応答して、中央アクセスポイントとして構成された第１のネットワーク機器に
ついての動作パラメータを前記決定することは、中央アクセスポイントの動作パラメータ
を、レガシーアクセスポイントの対応する動作パラメータに従って構成することを備える
。
【００１７】
　[0017]幾つかの実施形態では、第１のネットワーク機器は、第１のネットワーク機器が
通信ネットワークの中央アクセスポイントであるかどうかを決定するように構成され、レ
ガシーアクセスポイントは、レガシーアクセスポイントが通信ネットワークの中央アクセ
スポイントであるかどうかを決定するように構成されない。
【００１８】
　[0018]幾つかの実施形態では、第１のネットワーク機器が中央アクセスポイントである
と決定したことに応答して、中央アクセスポイントとして構成された第１のネットワーク
機器についての動作パラメータを前記決定することは、第１のネットワーク機器が動作す
るように構成される動作通信帯域を識別することと、動作通信帯域内の好ましい動作通信
チャネルを選択することと、動作通信帯域内の好ましい動作通信チャネル上で通信を送信
するように第１のネットワーク機器を構成することとを備える。
【００１９】
　[0019]幾つかの実施形態では、本方法は、好ましい動作通信チャネル上で中央アクセス
ポイントから通信を送信するための送信電力レベルを選択することを更に備える。
【００２０】
　[0020]幾つかの実施形態では、第１のネットワーク機器が中央アクセスポイントではな
いと決定したことに応答して、本方法は、通信ネットワークの中央アクセスポイントを識
別する指示を第１のネットワーク機器が受信したかどうかを決定することと、中央アクセ
スポイントの指示を第１のネットワーク機器が受信していないと決定したことに応答して
、中央アクセスポイントを識別して中央アクセスポイントの通信資格情報を決定するため
のメッセージを通信ネットワークにおいてブロードキャストすることとを更に備える。
【００２１】
　[0021]幾つかの実施形態では、中央アクセスポイントの指示を第１のネットワーク機器
が受信したと決定したことに応答して、本方法は、中央アクセスポイントに関連する通信
資格情報に少なくとも部分的に基づいて、第１のネットワーク機器と中央アクセスポイン
トとの間の通信リンクを確立することと、第１のネットワーク機器と中央アクセスポイン
トとの間の通信リンクを確立した後に第１のネットワーク機器を構成する方法を決定する
こととを備える。
【００２２】



(10) JP 6312827 B2 2018.4.18

10

20

30

40

50

　[0022]幾つかの実施形態では、第１のネットワーク機器が中央アクセスポイントではな
いと決定したことに応答して、第１のネットワーク機器を構成する方法を前記決定するこ
とは、第１のネットワーク機器と中央アクセスポイントとの間のワイヤレス通信リンクの
品質、第１のネットワーク機器と中央アクセスポイントとの間の電力線通信（ＰＬＣ）リ
ンクの品質、及び第１のネットワーク機器におけるワイヤレスカバレージの品質に少なく
とも部分的に基づく。
【００２３】
　[0023]幾つかの実施形態では、第１のネットワーク機器と中央アクセスポイントとの間
のワイヤレス通信リンクの品質は、第１のネットワーク機器のワイヤレスネットワークイ
ンターフェースにおいて中央アクセスポイントから受信されたワイヤレス信号の信号強度
であり、第１のネットワーク機器と中央アクセスポイントとの間の電力線通信リンクの品
質は、第１のネットワーク機器の電力線ネットワークインターフェースにおいて中央アク
セスポイントから受信された電力線信号の信号強度である。
【００２４】
　[0024]幾つかの実施形態では、第１のネットワーク機器におけるワイヤレスカバレージ
の品質は、通信ネットワークの複数のアクセスポイントの対応する各々からの第１のネッ
トワーク機器のワイヤレスネットワークインターフェースにおいて測定された複数の信号
強度値のうちの最大値であり、ここにおいて、複数のアクセスポイントが中央アクセスポ
イントを備えている。
【００２５】
　[0025]幾つかの実施形態では、第１のネットワーク機器が中央アクセスポイントではな
いと決定したことに応答して、第１のネットワーク機器を構成する方法を前記決定するこ
とは、第１のネットワーク機器のアクセスポイントモジュールを使用可能にすべきか、又
は使用不可にすべきかを決定すること、及び第１のネットワーク機器のクライアントステ
ーションモジュールを使用可能にすべきか、又は使用不可にすべきかを決定すること、の
うちの少なくとも１つを備える。
【００２６】
　[0026]幾つかの実施形態では、第１のネットワーク機器が中央アクセスポイントではな
いと決定したことに応答して、第１のネットワーク機器を構成する方法を前記決定するこ
とは、第１のネットワーク機器を構成する方法を決定するために、第１のネットワーク機
器と中央アクセスポイントとの間のワイヤレス通信リンクの品質と、第１のネットワーク
機器と中央アクセスポイントとの間のＰＬＣリンクの品質と、第１のネットワーク機器と
中央アクセスポイントとの間の通信ホップの数と、第１のネットワーク機器におけるワイ
ヤレスカバレージの品質とを分析することを備える。
【００２７】
　[0027]幾つかの実施形態では、第１のネットワーク機器を構成する方法を前記決定する
ことは、第１のネットワーク機器のアクセスポイントモジュールをアクティブ化すること
と、第１のネットワーク機器のクライアントステーションモジュールを使用不可にするこ
ととによって、アクセスポイントとして第１のネットワーク機器を構成すべきか、第１の
ネットワーク機器が通信ネットワークにおけるアクセスポイントと結び付くことができる
ように、第１のネットワーク機器のアクセスポイントモジュールを使用不可にすることと
、第１のネットワーク機器のクライアントステーションモジュールをアクティブ化するこ
ととによって、シンク機器として第１のネットワーク機器を構成すべきか、第１のネット
ワーク機器のアクセスポイントモジュールとクライアントステーションモジュールの両方
をアクティブ化することによって、中継機器として第１のネットワーク機器を構成すべき
か、又は、第１のネットワーク機器のアクセスポイントモジュールとクライアントステー
ションモジュールの両方を使用不可にすることによって、第１のネットワーク機器のワイ
ヤレス機能を使用不可にすべきかを決定することを備える。
【００２８】
　[0028]幾つかの実施形態では、アクセスポイントとして第１のネットワーク機器を構成
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すべきであると決定したことに応答して、本方法は、中央アクセスポイント及び第１のネ
ットワーク機器のアクセスポイントモジュールが共通の通信チャネル上で動作するように
構成されると決定することと、中央アクセスポイント及び第１のネットワーク機器のアク
セスポイントモジュールが共通の通信チャネル上で動作するように構成されると前記決定
したことに応答して、中継機器として第１のネットワーク機器を構成すべきかどうかを決
定することと、中継機器として第１のネットワーク機器を構成すべきであると決定したこ
とに応答して、第１のネットワーク機器のクライアントステーションモジュールと第１の
ネットワーク機器のアクセスポイントモジュールとをアクティブ化することによって、中
継機器として第１のネットワーク機器を構成することとを更に備える。
【００２９】
　[0029]幾つかの実施形態では、第１のネットワーク機器が中央アクセスポイントではな
いと決定したことに応答して、本方法は、中央アクセスポイントの動作パラメータ及び第
１のネットワーク機器の構成に少なくとも部分的に基づいて、第１のネットワーク機器に
ついての動作パラメータを決定することを更に備える。
【００３０】
　[0030]幾つかの実施形態では、本方法は、第１のネットワーク機器が中央アクセスポイ
ントであるかどうかを前記決定したことに少なくとも部分的に基づいて、第１のネットワ
ーク機器のネットワークインターフェースのブリッジング機能を使用可能にすべきかどう
かを決定することを更に備える。
【００３１】
　[0031]幾つかの実施形態では、本方法は、第１のネットワーク機器が中央アクセスポイ
ントであるかどうかを前記決定する前に、第１のネットワーク機器のネットワークインタ
ーフェースのブリッジング挙動を不可にすることを更に備える。
【００３２】
　[0032]幾つかの実施形態では、本方法は、第１のネットワーク機器が通信ネットワーク
の中央アクセスポイントであるかどうかを決定するための動作を再実行すべきかどうかを
決定するために、通信ネットワークを監視することを更に備える。
【００３３】
　[0033]幾つかの実施形態では、通信ネットワークを前記監視することは、通信ネットワ
ークの第１のネットワーク機器を構成する方法を決定するための動作を再実行すべきかど
うかを決定するために、第１のネットワーク機器に関連する性能測定を監視することを備
える。
【００３４】
　[0034]幾つかの実施形態では、第１のネットワーク機器は、プロセッサと、プロセッサ
と結合された構成ユニットとを備え、構成ユニットは、第１のネットワーク機器が通信ネ
ットワークの中央アクセスポイントであるかどうかを決定することと、ここにおいて、中
央アクセスポイントが第１の通信インターフェースを介して通信ネットワークのゲートウ
ェイに結合され、少なくとも第２の通信インターフェースを介して第２のネットワーク機
器に結合される、第１のネットワーク機器が中央アクセスポイントであると決定したこと
に応答して、中央アクセスポイントとして構成された第１のネットワーク機器についての
動作パラメータを決定することと、第１のネットワーク機器が中央アクセスポイントでは
ないと決定したことに応答して、第１のネットワーク機器における通信リンク性能測定に
少なくとも部分的に基づいて、第１のネットワーク機器を構成する方法を決定することと
を行うように構成される。
【００３５】
　[0035]幾つかの実施形態では、構成ユニットは、第１のネットワーク機器が第１の通信
インターフェースを介してゲートウェイに結合されると決定したことに応答して、ワイド
エリアネットワークが第１のネットワーク機器の第１の通信インターフェースからアクセ
ス可能であるかどうかを決定することと、ワイドエリアネットワークが第１のネットワー
ク機器の第１の通信インターフェースからアクセス可能であると決定したことに応答して
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、第１のネットワーク機器が中央アクセスポイントであると決定することとを行うように
構成される。
【００３６】
　[0036]幾つかの実施形態では、第１のネットワーク機器が中央アクセスポイントではな
いと決定したことに応答して、第１のネットワーク機器を構成する方法を決定するように
構成された構成ユニットは、第１のネットワーク機器と中央アクセスポイントとの間のワ
イヤレス通信リンクの品質、第１のネットワーク機器と中央アクセスポイントとの間の電
力線通信（ＰＬＣ）リンクの品質、及び第１のネットワーク機器におけるワイヤレスカバ
レージの品質に少なくとも部分的に基づく。
【００３７】
　[0037]幾つかの実施形態では、第１のネットワーク機器が中央アクセスポイントではな
いと決定したことに応答して、第１のネットワーク機器を構成する方法を決定するように
構成された構成ユニットは、第１のネットワーク機器を構成する方法を決定するために、
第１のネットワーク機器と中央アクセスポイントとの間のワイヤレス通信リンクの品質と
、第１のネットワーク機器と中央アクセスポイントとの間のＰＬＣリンクの品質と、第１
のネットワーク機器と中央アクセスポイントとの間の通信ホップの数と、第１のネットワ
ーク機器におけるワイヤレスカバレージの品質とを分析するように構成された構成ユニッ
トを備える。
【００３８】
　[0038]幾つかの実施形態では、構成ユニットは、第１のネットワーク機器のアクセスポ
イントモジュールをアクティブ化することと、第１のネットワーク機器のクライアントス
テーションモジュールを使用不可にすることとによって、アクセスポイントとして第１の
ネットワーク機器を構成すべきか、第１のネットワーク機器が通信ネットワークにおける
アクセスポイントと結び付くことができるように、第１のネットワーク機器のアクセスポ
イントモジュールを使用不可にすることと、第１のネットワーク機器のクライアントステ
ーションモジュールをアクティブ化することとによって、シンク機器として第１のネット
ワーク機器を構成すべきか、第１のネットワーク機器のアクセスポイントモジュールとク
ライアントステーションモジュールの両方をアクティブ化することによって、中継機器と
して第１のネットワーク機器を構成すべきか、又は、第１のネットワーク機器のアクセス
ポイントモジュールとクライアントステーションモジュールの両方を使用不可にすること
によって、第１のネットワーク機器のワイヤレス機能を使用不可にすべきかを決定するよ
うに構成される。
【００３９】
　[0039]幾つかの実施形態では、アクセスポイントとして第１のネットワーク機器を構成
すべきであると決定したことに応答して、構成ユニットは、中央アクセスポイント及び第
１のネットワーク機器のアクセスポイントモジュールが共通の通信チャネル上で動作する
ように構成されると決定することと、中央アクセスポイント及び第１のネットワーク機器
のアクセスポイントモジュールが共通の通信チャネル上で動作するように構成されると決
定したことに応答して、中継機器として第１のネットワーク機器を構成すべきかどうかを
決定することと、中継機器として第１のネットワーク機器を構成すべきであると決定した
ことに応答して、第１のネットワーク機器のクライアントステーションモジュールと第１
のネットワーク機器のアクセスポイントモジュールとをアクティブ化することによって、
中継機器として第１のネットワーク機器を構成することとを行うように更に構成される。
【００４０】
　[0040]幾つかの実施形態では、第１のネットワーク機器は、少なくともプロセッサと結
合された監視ユニットを更に備え、監視ユニットは、通信ネットワークの第１のネットワ
ーク機器を構成する方法を決定するための動作を再実行すべきかどうかを決定するために
、通信ネットワークを監視するように構成される。
【００４１】
　[0041]幾つかの実施形態では、機械可読記憶媒体は、機械実行可能命令を記憶しており
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、機械実行可能命令は、第１のネットワーク機器が通信ネットワークの中央アクセスポイ
ントであるかどうかを決定することと、ここにおいて、中央アクセスポイントが第１の通
信インターフェースを介して通信ネットワークのゲートウェイに結合され、少なくとも第
２の通信インターフェースを介して第２のネットワーク機器に結合される、第１のネット
ワーク機器が中央アクセスポイントであると決定したことに応答して、中央アクセスポイ
ントとして構成された第１のネットワーク機器についての動作パラメータを決定すること
と、第１のネットワーク機器が中央アクセスポイントではないと決定したことに応答して
、第１のネットワーク機器における通信リンク性能測定に少なくとも部分的に基づいて、
第１のネットワーク機器を構成する方法を決定することとを行うための命令を備える。
【００４２】
　[0042]幾つかの実施形態では、第１のネットワーク機器が中央アクセスポイントではな
いと決定したことに応答して、第１のネットワーク機器を構成する方法を決定するための
前記命令は、第１のネットワーク機器と中央アクセスポイントとの間のワイヤレス通信リ
ンクの品質、第１のネットワーク機器と中央アクセスポイントとの間の電力線通信（ＰＬ
Ｃ）リンクの品質、及び第１のネットワーク機器におけるワイヤレスカバレージの品質に
少なくとも部分的に基づく。
【００４３】
　[0043]幾つかの実施形態では、第１のネットワーク機器が中央アクセスポイントではな
いと決定したことに応答して、第１のネットワーク機器を構成する方法を決定するための
前記命令は、第１のネットワーク機器を構成する方法を決定するために、第１のネットワ
ーク機器と中央アクセスポイントとの間のワイヤレス通信リンクの品質と、第１のネット
ワーク機器と中央アクセスポイントとの間のＰＬＣリンクの品質と、第１のネットワーク
機器と中央アクセスポイントとの間の通信ホップの数と、第１のネットワーク機器におけ
るワイヤレスカバレージの品質とを分析するための命令を備える。
【００４４】
　[0044]幾つかの実施形態では、第１のネットワーク機器を構成する方法を決定するため
の前記命令は、第１のネットワーク機器のアクセスポイントモジュールをアクティブ化す
ることと、第１のネットワーク機器のクライアントステーションモジュールを使用不可に
することとによって、アクセスポイントとして第１のネットワーク機器を構成すべきか、
第１のネットワーク機器が通信ネットワークにおけるアクセスポイントと結び付くことが
できるように、第１のネットワーク機器のアクセスポイントモジュールを使用不可にする
ことと、第１のネットワーク機器のクライアントステーションモジュールをアクティブ化
することとによって、シンク機器として第１のネットワーク機器を構成すべきか、第１の
ネットワーク機器のアクセスポイントモジュールとクライアントステーションモジュール
の両方をアクティブ化することによって、中継機器として第１のネットワーク機器を構成
すべきか、又は、第１のネットワーク機器のアクセスポイントモジュールとクライアント
ステーションモジュールの両方を使用不可にすることによって、第１のネットワーク機器
のワイヤレス機能を使用不可にすべきかを決定するための命令を備える。
【００４５】
　[0045]幾つかの実施形態では、アクセスポイントとして第１のネットワーク機器を構成
すべきであると決定したことに応答して、前記命令は、中央アクセスポイント及び第１の
ネットワーク機器のアクセスポイントモジュールが共通の通信チャネル上で動作するよう
に構成されると決定することと、中央アクセスポイント及び第１のネットワーク機器のア
クセスポイントモジュールが共通の通信チャネル上で動作するように構成されると決定し
たことに応答して、中継機器として第１のネットワーク機器を構成すべきかどうかを決定
することと、中継機器として第１のネットワーク機器を構成すべきであると決定したこと
に応答して、第１のネットワーク機器のクライアントステーションモジュールと第１のネ
ットワーク機器のアクセスポイントモジュールとをアクティブ化することによって、中継
機器として第１のネットワーク機器を構成することとを行うための命令を更に備える。
【００４６】
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　[0046]幾つかの実施形態では、前記命令は、第１のネットワーク機器を構成する方法を
決定するための動作を再実行すべきかどうかを決定するために、通信ネットワークを監視
するための命令を更に備える。
【００４７】
　[0047]添付の図面を参照することによって、本実施形態がよりよく理解され得、多数の
目的、特徴、及び利点が、当業者に明らかにされ得る。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】[0048]ハイブリッド機器の自動構成のための機構を含む例示的なハイブリッド通
信ネットワークの概念図。
【図２】[0049]ハイブリッド通信ネットワークにおけるハイブリッド機器の自動構成のた
めの例示的な動作を示す流れ図。
【図３】[0050]ハイブリッド機器の特徴を決定するための流れ図。
【図４】[0051]中央アクセスポイント（ＣＡＰ）の帯域と、チャネルと、電力とを選択す
るための例示的な動作を示す流れ図。
【図５】[0052]非中央アクセスポイント機器（非ＣＡＰ機器）の特徴と、帯域と、チャネ
ルと、電力とを選択するための例示的な動作を示す流れ図。
【図６】[0053]電子機器の自動構成のための機構を含む電子機器の一実施形態のブロック
図。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　[0054]以下の説明は、本発明の主題の技法を具現する例示的なシステムと、方法と、技
法と、命令シーケンスと、コンピュータプログラム製品とを含む。しかしながら、説明す
る実施形態は、これらの具体的な詳細なしに実施され得ることを理解されたい。例えば、
例は、ハイブリッド機器のワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）インター
フェース（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１互換インターフェース）の構成に言及するが、
実施形態はそのように限定されない。他の実施形態では、本明細書で説明する構成技法は
、他の適切な通信プロトコルと通信規格と（例えば、ＨｏｍｅＰｌｕｇ（登録商標）ＡＶ
インターフェースなどのような電力線通信（ＰＬＣ）インターフェース）を実装するネッ
トワークインターフェースに拡張され得る。例は、複数のネットワークインターフェース
を有するハイブリッド機器を構成するための動作に言及するが、実施形態はそのように限
定されない。他の実施形態では、本明細書で説明する構成動作は、レガシーＷＬＡＮ機器
及び／又はレガシーＰＬＣ機器などのレガシー機器（例えば、単一のネットワークインタ
ーフェースを有するネットワーク機器）にも適用され得る。例は、ホームネットワークに
おいてハイブリッド機器を自動的に構成することに言及するが、他の実施形態では、ハイ
ブリッド機器を自動的に構成するための動作は、オフィス、学校、鉄道駅のネットワーク
などのような、他のネットワーク環境において実行され得る。他の事例では、よく知られ
ている命令インスタンス、プロトコル、構造及び技法は、説明をわかりにくくしないため
に詳細には示されていない。
【００５０】
　[0055]複数のハイブリッド機器を備える通信ネットワーク（例えば、ホームネットワー
ク）では、各ハイブリッド機器は、ハイブリッド機器を対応する複数の通信ネットワーク
セグメント又はアクセス技術（例えば、イーサネット、ＷＬＡＮ、Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ
　ｏｖｅｒ　Ｃｏａｘ　Ａｌｌｉａｎｃｅ（ＭｏＣＡ（登録商標））、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ
（登録商標）　ｏｖｅｒ　Ｃｏａｘ（ＥｏＣ）、ＰＬＣなど）に結合する、複数のネット
ワークインターフェース（例えば、物理（ＰＨＹ）レイヤと媒体アクセス制御（ＭＡＣ）
レイヤの組合せ）をサポートする場合がある。更に、ＷＬＡＮ対応ハイブリッド機器（例
えば、ＷＬＡＮ通信をサポートするハイブリッド機器）は、異なるハードウェア能力（例
えば、２．４ＧＨｚ及び／又は５ＧＨｚのＷＬＡＮサポート、デュアルバンド単一無線、
デュアルバンドデュアル同時無線など）を有し得る。更に、ハードウェア能力及びホーム
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ネットワークにおける他のネットワーク機器との相互接続に応じて、ホームネットワーク
において各ＷＬＡＮ対応ハイブリッド機器を別様に構成することが可能であり得る。ユー
ザにとっては、以下が困難で厄介であり得る。１）ホームネットワークにおける各ハイブ
リッド機器の各ネットワークインターフェースがどのように構成されるべきかを決定する
こと、ならびに２）ハイブリッド機器及びホームネットワークの最適な性能のために、ホ
ームネットワークにおける各ハイブリッド機器の各ネットワークインターフェースを手動
で構成すること。
【００５１】
　[0056]幾つかの実施形態では、ハイブリッド機器（例えば、「ＴＣＡ対応ハイブリッド
機器」）は、本明細書で説明する全体構成アルゴリズム（ＴＣＡ）を実行するように構成
され得、その結果、ハイブリッド機器は、ユーザの介入が最低限又はゼロの状況で他のネ
ットワーク機器と通信ネットワーク（例えば、ＩＥＥＥ　Ｓｔｄ１９０５．１ハイブリッ
ド通信ネットワーク）を形成するように、それ自体を自動的に構成する。ハイブリッド機
器の構成ユニットは、その初期化及びその動作の間にハイブリッド機器の挙動を決定及び
制御することができる。例えば、以下で更に説明するように、構成ユニットは、ハイブリ
ッド機器の特徴（例えば、ハイブリッド機器のＷＬＡＮアクセスポイント（ＡＰ）モジュ
ール及び／又はＷＬＡＮ局（ＳＴＡ）モジュールの構成）と、ハイブリッド機器のＷＬＡ
Ｎ　ＡＰモジュール及び／又はＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュールが動作すべきＷＬＡＮ通信帯
域及びチャネルと、ハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＡＰモジュール及び／又はＷＬＡＮ　
ＳＴＡモジュールのセキュリティ証明と、ハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＡＰモジュール
の送信電力レベルと、ハイブリッド機器の様々なインターフェース間のブリッジの構成（
例えば、フラッディング挙動）とを決定することができる。幾つかの実施形態では、ハイ
ブリッド機器の特徴は、以下で更に説明するように、ハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＡＰ
モジュール及び／又はＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュールをＯＮ／ＯＦＦにすべきかを指し得る
。ハイブリッド機器の自動構成は、ハイブリッド機器への良好／確実な接続を可能にし、
ＷＬＡＮ通信帯域（例えば、２．４ＧＨｚ及び／又は５ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域）上で
の干渉を最小化し、（可能な場合）様々な通信チャネルを使用するようにハイブリッド通
信ネットワーク内のアクセスポイントを構成し、ハイブリッド通信ネットワーク（例えば
、ホームネットワーク）内のＷＬＡＮのカバレージ（及び接続性）を最大化し、ハイブリ
ッド通信ネットワークの容量を最大化する（例えば、ＷＬＡＮのカバレージがホームネッ
トワーク内のどこにも提供され得る）ことができる。ハイブリッド機器の自動構成により
、ユーザがランダムな順序で予測不可能な位置でハイブリッド機器にプラグイン（又は接
続）することが可能になり得る。ハイブリッド機器は、ユーザの介入なしで互いを発見し
、それらの特徴を構成するために、それら自体の間で自己組織化することができる。更に
、ハイブリッド通信ネットワークはまた、ハイブリッド機器が特徴（personality）、チ
ャネル及び電力の選択などに関する決定の間で反復的又はランダムに切り替えることのな
いように監視され得る。
【００５２】
　[0057]図１は、ハイブリッド機器１０２の自動構成のための機構を含む例示的なハイブ
リッド通信ネットワーク１００の概念図である。ハイブリッド通信ネットワーク１００は
、ハイブリッド機器１０２、１１８、及び１２０と、レガシーＷＬＡＮ機器１２２と、ネ
ットワークゲートウェイ１２４とを備える。ハイブリッド機器１０２は、通信ユニット１
０４を備える。通信ユニット１０４は、構成ユニット１０６と監視ユニット１０８とを備
える。ハイブリッド機器１０２、１１８、及び１２０は、ハイブリッド機器を複数の通信
ネットワークに結合するために（アクセス技術と呼ばれる場合もある）複数の通信プロト
コルを利用する複数のネットワークインターフェースを備える。例えば、図１に示されて
いるように、ハイブリッド機器１０２は、４つのネットワークインターフェース、即ち、
イーサネットインターフェース１１０と、ＰＬＣインターフェース１１２と、ＷＬＡＮク
ライアントステーション（「ＷＬＡＮ　ＳＴＡ」）インターフェース１１４と、ＷＬＡＮ
アクセスポイント（「ＷＬＡＮ　ＡＰ」）インターフェース１１６とを備える。ハイブリ
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ッド機器１０２、１１８、及び１２０は、任意の適切な数及びタイプのネットワークイン
ターフェースを備えることができる。レガシーＷＬＡＮ機器１２２は、レガシーＷＬＡＮ
機器１２２をＷＬＡＮセグメントに結合する単一のＷＬＡＮインターフェースを備える。
しかしながら、ハイブリッド通信ネットワーク１００は、レガシーネットワーク機器を対
応する単一の通信ネットワークセグメント（又はアクセス技術）に結合する単一のタイプ
のネットワークインターフェースを備える他の適切なタイプのレガシーネットワーク機器
を備えることができる。図１の具体例では、ハイブリッド機器１０２のイーサネットイン
ターフェース１１０は、ハイブリッド機器１１８のイーサネットインターフェース（図示
せず）及びネットワークゲートウェイ１２４と結合される。ネットワークゲートウェイ１
２４は、ハイブリッド通信ネットワーク１００（例えば、ホームネットワーク）を外部通
信メットワーク（例えば、インターネット）に結合する。図１の具体例では、ハイブリッ
ド機器１０２のＰＬＣインターフェース１１２は、ハイブリッド機器１１８のＰＬＣイン
ターフェース（図示せず）及びハイブリッド機器１２０のＰＬＣインターフェース（図示
せず）と結合される。ハイブリッド機器１０２のＷＬＡＮ　ＳＴＡインターフェース１１
４が、ハイブリッド機器１２０のＷＬＡＮ　ＡＰインターフェース（図示せず）と結合さ
れる一方、ハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＡＰインターフェース１１６は、（例えば、Ｓ
ＴＡとして構成された）レガシーＷＬＡＮ機器１２２と結合される。幾つかの実施形態で
は、ハイブリッド機器１０２、１１８、及び１２０がそれぞれ、ＩＥＥＥ　Ｓｔｄ１９０
５．１通信プロトコルを実装するネットワーク機器であり得る一方、レガシーＷＬＡＮ機
器１２２は、ＩＥＥＥ　Ｓｔｄ１９０５．１通信プロトコルをサポートしないネットワー
ク機器であり得る。この実施形態では、ハイブリッド機器１０２、１１８、及び１２０、
ならびに／又はレガシーＷＬＡＮ機器１２２は、任意の適切な数のネットワークインター
フェースを備え得る。幾つかの実施形態では、ハイブリッド機器１０２、１１８、及び１
２０はそれぞれ、通信ネットワークにおいてそれ自体を自動的に構成するための本明細書
で説明する全体構成アルゴリズム（ＴＣＡ）を実施するネットワーク機器であり得る。レ
ガシーＷＬＡＮ機器１２２は、本明細書で説明するＴＣＡを実施しないネットワーク機器
であり得る。
【００５３】
　[0058]ハイブリッド機器１０２、１１８、及び１２０はそれぞれ、ラップトップコンピ
ュータ、タブレットコンピュータ、モバイルフォン、スマートアプライアンス、ゲームコ
ンソール、アクセスポイント、デスクトップコンピュータ、又は他の適切な電子機器など
の、複数の通信プロトコル又はアクセス技術を実装するように構成された電子機器であり
得る。図１には示されていないが、ハイブリッド機器１１８及び１２０はそれぞれ、ハイ
ブリッド機器１０２を参照して示されたように、通信ユニットと、構成ユニットと、監視
ユニットとを備えることができる。同様に、レガシーＷＬＡＮ機器１２２は、ラップトッ
プコンピュータ、タブレットコンピュータ、モバイルフォン、スマートアプライアンス、
ゲームコンソール、アクセスポイント、デスクトップコンピュータ、又は他の適切な電子
機器などの、単一の通信プロトコル又はアクセス技術を実装するように構成された電子機
器であり得る。幾つかの実施形態では、ハイブリッド機器１０２、１１８、及び１２０、
及びレガシーＷＬＡＮ機器１２２の通信ユニットはそれぞれ、それらのそれぞれのネット
ワーク機器上のネットワーク通信を可能にするために、システムオンチップ（ＳｏＣ）、
特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、又は別の適切な集積回路（ＩＣ）に実装され得る。
幾つかの実施形態では、通信ユニットは、それぞれ、１つ又は複数のプロセッサとメモリ
とを備える場合があり、それぞれ、それらのそれぞれのネットワーク機器の１つ又は複数
の回路板上の１つ又は複数の集積回路内に実装される場合がある。以下で更に説明するよ
うに、構成ユニット１０６が、ハイブリッド機器１０２を自動的に構成するための動作を
実行することができる一方、監視ユニット１０８は、ハイブリッド通信ネットワーク１０
０の状態を監視するための動作を実行し、ハイブリッド機器１０２を構成するための動作
を再実行すべきかどうかを決定することができる。
【００５４】
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　[0059]幾つかの実施形態では、ハイブリッド機器１０２の自動構成を可能にするために
、構成ユニット１０６は、各ネットワークインターフェース１１０、１１２、１１４、及
び１１６の認証ステータスを入力として受信することができる。認証ステータスは、例え
ば、ハイブリッド機器１０２（例えば、ＰＬＣモジュール）が、（例えば、プッシュボタ
ン構成動作が実行された後に）電力線ネットワークにうまく参加したかどうかを示すこと
ができる。構成ユニット１０６はまた、（例えば、自動チャネル選択（ＡＣＳ）動作、強
化型ＡＣＳ（ＥＡＣＳ：enhanced ACS）動作、又は別の適切なチャネルスキャン動作を実
行することに基づく）チャネルスキャン結果と、ハイブリッド通信ネットワーク１００に
おける１つ又は複数のアクセスポイント（ＡＰ）からのリンクメトリック情報（例えば、
ＷＬＡＮ受信信号強度インジケータ（ＲＳＳＩ）測定値）と、少なくともローカルＰＬＣ
インターフェース１１２から（「ＣＡＰ」、「ルートアクセスポイント」、「ルートＡＰ
」又は「上流機器」とも呼ばれる）中央アクセスポイントへのリンク品質測定値とを受信
することができる。更に、構成ユニット１０６はまた、インターネットサービスプロバイ
ダ（ＩＳＰ）ゲートウェイへの各ネットワークインターフェース１１０、１１２、１１４
、及び１１６について実行された接続性テスト（例えば、ＷＬＡＮ、ＰＬＣ及びイーサネ
ットで実行されたｐｉｎｇ又は動的ホスト構成プロトコル（ＤＨＣＰ））の結果を受信す
ることができる。幾つかの実施形態では、構成ユニット１０６はまた、ハイブリッド機器
１０２の各ネットワークインターフェース１１０、１１２、１１４、及び１１６とＣＡＰ
との間のデータレートテストの結果を受信することができる。
【００５５】
　[0060]段階Ａにおいて、構成ユニット１０６は、ハイブリッド機器１０２がハイブリッ
ド通信ネットワーク１００の中央アクセスポイント（ＣＡＰ）であるかどうかを決定する
。ＣＡＰは、ハイブリッド通信ネットワーク１００のネットワークゲートウェイ１２４に
（「通信リンク」とも呼ばれる）シングルホップを介して、単一の通信媒体により、又は
単一の通信インターフェースを介して結合されるアクセスポイントであり得る。ＣＡＰは
、ネットワークゲートウェイ１２４に直接結合され得るか、又は１つ以上のスイッチを介
してネットワークゲートウェイ１２４に結合され得る。一般に、ＣＡＰは、単一のイーサ
ネット通信リンクを介してネットワークゲートウェイ１２４に結合されるアクセスポイン
トであり得る。他の実施形態では、ＣＡＰは、別の適切なワイヤード通信リンク（例えば
、ＰＬＣ通信リンク、ＭｏＣＡ通信リンクなど）を介してネットワークゲートウェイ１２
４に結合され得る。他の実施形態では、ＣＡＰは、別の適切なワイヤレス通信リンク（例
えば、ＷｉＭＡＸ（登録商標）通信リンク）を介してネットワークゲートウェイ１２４に
結合され得る。幾つかの実施形態では、ネットワークゲートウェイ１２４は、ハイブリッ
ド通信ネットワーク１００（例えば、ホームネットワーク）を（例えば、ホームネットワ
ークにインターネットアクセスを提供する）外部ネットワークに接続するネットワーク機
器であり得る。一般に、ＣＡＰのブリッジング能力は、適切なループ回避機構（例えば、
ハイブリッドスパニングツリープロトコル（ｈＳＴＰ）、ＣＡＰ重複検出動作など）に基
づいて決定され得る。例えば、ハイブリッド通信ネットワーク１００がホームネットワー
クである場合、ＣＡＰは、ネットワークゲートウェイ１２４に直接接続するホームワイヤ
レスルータであり得る。ＣＡＰは、ＷＬＡＮトポロジーを構築するためのアンカーポイン
トとして働くことができる。
【００５６】
　[0061]段階Ｂにおいて、ハイブリッド機器１０２がＣＡＰである場合、構成ユニット１
０６は、ＣＡＰの動作パラメータを決定する。以下で図３～図４において更に説明するよ
うに、構成ユニット１０６は、ＣＡＰが動作すべき動作通信帯域（例えば、２．４ＧＨｚ
のＷＬＡＮ通信帯域、５ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域など）と、ＣＡＰが動作すべき動作通
信帯域の動作通信チャネルと、ＣＡＰがハイブリッド通信ネットワーク１００においてメ
ッセージを送信すべき場合の送信電力とを含む動作パラメータを決定することができる。
【００５７】
　[0062]段階Ｃにおいて、ハイブリッド機器１０２がＣＡＰではない場合、構成ユニット
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１０６は、ハイブリッド機器１０２のＷＬＡＮ　ＡＰ及びＳＴＡモジュールをＯＮ／ＯＦ
Ｆにすべきかを決定し、ハイブリッド機器１０２の動作パラメータを決定する。ハイブリ
ッド機器１０２のＷＬＡＮ　ＡＰ及びＳＴＡモジュールをＯＮ／ＯＦＦにすべきかは、ハ
イブリッド機器１０２の「特徴」と呼ばれ得る。ハイブリッド機器１０２がハイブリッド
通信ネットワーク１００のＣＡＰではない場合、ハイブリッド機器１０２は、本明細書で
は「非ＣＡＰ」ハイブリッド機器と呼ばれることもある。ハイブリッド機器１０２がハイ
ブリッド通信ネットワーク１００のＣＡＰではない場合、構成ユニット１０６は、非ＣＡ
Ｐハイブリッド機器１０２の特徴と動作パラメータとを決定するためにＣＡＰとともに動
作することができる。構成ユニット１０６は、受信された入力（例えば、認証ステータス
、チャネルスキャン結果、リンクメトリック情報、品質測定値など）を分析することがで
きる。ハイブリッド機器１０２のＷＬＡＮインターフェースについて、構成ユニット１０
６は、ＷＬＡＮ　ＡＰモジュール（例えば、アクセスポイントとして構成されたＷＬＡＮ
モジュール）及び／又はＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュール（例えば、クライアントステーショ
ンとして構成されたＷＬＡＮモジュール）が使用可能にされるべきか、又は使用不可にさ
れるべきか（例えば、ＯＮ／ＯＦＦにされるべきか）と、ハイブリッド機器１０２のＷＬ
ＡＮモジュールが動作すべき帯域／チャネルと、ＷＬＡＮ　ＡＰモジュールが動作すべき
送信電力と、衝突回避のためにＲＴＳ／ＣＴＳプロトコルが使用されるべきかどうかと、
他のそのような動作情報とを示すことができる。構成ユニット１０６はまた、ハイブリッ
ド機器１０２のブリッジング対応ネットワークインターフェースのフラッディング挙動を
示すことができる。幾つかの実施形態では、ハイブリッド機器１０２のＷＬＡＮインター
フェース１１４及び１１６を構成することに加えて、構成ユニット１０６は、ハイブリッ
ド機器１０２のＰＬＣインターフェース１１２及び／又は他のネットワークインターフェ
ース（例えば、イーサネット、ＭｏＣＡ、ＥＯＣなど）に関連する構成パラメータを決定
し、示すことができる。更に、構成ユニット１０６は、ＣＡＰの動作パラメータ及び非Ｃ
ＡＰハイブリッド機器の特徴に少なくとも部分的に基づいて、非ＣＡＰハイブリッド機器
の動作パラメータ（例えば、動作通信帯域、動作通信チャネル、送信電力など）を決定す
ることができる。非ＣＡＰハイブリッド機器の特徴と、帯域と、チャネルと、電力とを決
定するための動作は、図５を参照しながら更に説明する。
【００５８】
　[0063]段階Ｄにおいて、監視ユニット１０８は、ハイブリッド通信ネットワーク１００
を監視し、ハイブリッド機器１０２の構成を再評価すべきかどうかを決定する。監視ユニ
ット１０８は、ハイブリッド通信ネットワーク１００のステータスを監視することができ
、例えば、ネットワークインターフェースが使用不可にされているかどうか、ハイブリッ
ド機器がハイブリッド通信ネットワーク１００に追加されているかどうか、通信リンクの
品質が悪化しているかどうかなどを決定することができる。ハイブリッド通信ネットワー
ク１００のステータスに基づいて、監視ユニット１０８は、ハイブリッド機器１０２の構
成が再評価されるべきかどうか（例えば、段階Ａ～Ｃを参照しながら上述した動作が再実
行されるべきかどうか）を決定することができる。例えば、ネットワーク機器（例えば、
ハイブリッド機器又はレガシー機器）がハイブリッド通信ネットワーク１００に追加され
た場合、ハイブリッド機器のネットワークインターフェース（例えば、ＷＬＡＮ　ＳＴＡ
）が故障した場合などに、ハイブリッド機器１０２の構成は再評価され得る。その場合、
監視ユニット１０８は、ハイブリッド機器１０２の構成を再評価するよう構成ユニット１
０６に通知することができる。
【００５９】
　[0064]幾つかの実施形態では、ハイブリッド機器１０２の自動構成について、構成ユニ
ット１０６は、以下で図において更に説明するように、ハイブリッド通信ネットワーク１
００に関する様々な想定を行うことができる。例えば、ハイブリッド通信ネットワーク１
００のネットワークゲートウェイ１２４がＣＡＰに接続されると想定され得る。ＣＡＰと
して指定されたハイブリッド機器がＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュール（例えば、クライアント
ステーションとして構成されたＷＬＡＮモジュール）を備えている場合、ＣＡＰのＷＬＡ
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Ｎ　ＳＴＡモジュールは使用不可にされる場合がある。ＣＡＰとして指定されたハイブリ
ッド機器は、ハイブリッド通信ネットワーク１００のＩＥＥＥ　Ｓｔｄ１９０５．１レジ
ストラとして指定されることもある。別の例として、ハイブリッド通信ネットワーク１０
０が１つのＣＡＰのみを備えていると想定され得る。別の例として、ＴＣＡ対応ハイブリ
ッド機器（例えば、本明細書で説明する自動構成のための機能を実行するハイブリッド機
器）上の全てのＷＬＡＮクライアントステーションがＣＡＰ又は非ＣＡＰアクセスポイン
トに接続されると想定され得る。幾つかの実施形態では、ハイブリッド機器のＷＬＡＮ　
ＡＰモジュールが使用可能にされた（例えば、ＯＮにされた）場合、ハイブリッド機器の
ＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュールはＣＡＰと結び付くことができる。幾つかの実施形態では、
ハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＡＰモジュールが使用不可にされた（例えば、ＯＦＦにさ
れた）場合、ハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュールはＣＡＰ又はハイブリッド
通信ネットワーク１００の任意の非ＣＡＰアクセスポイントのいずれかと結び付き得る。
幾つかの実施形態では、ＴＣＡ対応ではないハイブリッド通信ネットワーク１００におけ
る他のネットワーク機器は、ハイブリッド通信ネットワークにおける任意のアクセスポイ
ントに接続することができる。
【００６０】
　[0065]幾つかの実施形態では、ハイブリッド通信ネットワーク１００におけるハイブリ
ッド機器（例えば、ブリッジング対応ハイブリッド機器であるかどうかを問わない）のう
ちの１つ又は複数は、本明細書で説明する自動構成のための動作を実行するように構成さ
れ得る。幾つかの実施形態では、ＴＣＡ対応ハイブリッド機器を備えるハイブリッド通信
ネットワーク１００はまた、レガシーＷＬＡＮ機器（例えば、ＩＥＥＥ　Ｓｔｄ１９０５
．１に従って動作しないＷＬＡＮ専用機器）及び／又はレガシーＰＬＣ機器（例えば、Ｉ
ＥＥＥ　Ｓｔｄ１９０５．１に従って動作しないＰＬＣ専用機器）と互換性があり得る。
【００６１】
　[0066]ハイブリッド通信ネットワーク１００が任意の適切な数のハイブリッド機器、任
意の適切な数のレガシー機器を備えることができ、これらのネットワーク機器の各々が任
意の適切なフォーマットで相互接続され得ることに更に留意されたい。幾つかの実施形態
では、ハイブリッド通信ネットワークにおける全てのネットワーク機器がハイブリッド機
器（例えば、ＩＥＥＥ　Ｓｔｄ１９０５．１互換機器）であり得る。他の実施形態では、
ハイブリッド通信ネットワークにおいてカバレージを提供するために、１つ又は複数のＩ
ＥＥＥ　Ｓｔｄ１９０５．１ハイブリッドルータが使用され得る。但し、より良好なカバ
レージで支援するために、ハイブリッド通信ネットワークにおいて１つ又は複数のレガシ
ーＷＬＡＮアクセスポイントも使用され得る。この実施形態では、ユーザは、ハイブリッ
ドルータについてのＷＬＡＮ資格情報（例えば、ＳＳＩＤ及びＷＬＡＮパスフレーズ）を
、全ての既存の端末ＷＬＡＮ機器を再構成するのを回避するためにレガシーＷＬＡＮアク
セスポイントのＷＬＡＮ資格情報と合致するように、手動で構成することができる。
【００６２】
　[0067]図２は、ハイブリッド通信ネットワークにおけるハイブリッド機器の自動構成の
ための例示的な動作を示す流れ図（「フロー」）２００である。フロー２００は、ブロッ
ク２０２において開始する。
【００６３】
　[0068]ブロック２０２において、ハイブリッド機器は１つ又は複数の電源投入動作を実
行する。幾つかの実施形態では、ハイブリッド機器（例えば、図１のハイブリッド機器１
０２）の特徴は、電源ＯＮ／ＯＦＦサイクル全体で保持されないことがある。従って、ハ
イブリッド機器１０２の電源がオンにされるとき、ハイブリッド機器１０２は、以下で図
２～図５において更に詳細に説明する１つ又は複数の特徴識別動作を実行することができ
る。フローはブロック２０４において続く。幾つかの実施形態では、例えば、リセットな
しの再起動が実行された場合、ＰＬＣモジュール及びＷＬＡＮモジュールのセキュリティ
証明が不揮発性メモリに記憶され得、電源サイクル全体で維持され得るので、フローはブ
ロック２０６において続く。
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【００６４】
　[0069]ブロック２０４において、ハイブリッド機器はハイブリッド通信ネットワークに
参加し、ネットワークインターフェースセキュリティを構成する。例えば、ＷＬＡＮイン
ターフェースセキュリティは、ユーザ入力、プッシュボタンＷｉ－Ｆｉ（登録商標）単純
接続（simple connect）（ＷＳＣ）動作、ランダム化、ＩＥＥＥ　Ｓｔｄ１９０５．１自
動構成動作、又はプッシュボタン接続（ＰＢＣ）手順に依拠すること、若しくは依拠しな
いことがある他の適切なＷＬＡＮセキュリティ構成動作に基づいて構成され得る。別の例
として、ＰＬＣインターフェースセキュリティは、ユーザ入力、プッシュボタン単純接続
動作、又は他の適切なＰＬＣセキュリティ構成動作に基づいて構成され得る。フローはブ
ロック２０６において続く。
【００６５】
　[0070]ブロック２０６において、ハイブリッド機器のネットワークインターフェースの
フラッディング挙動が不可にされる。フラッディング挙動は、ハイブリッド機器１０２の
ブリッジング挙動の一部である。一般に、ブリッジング挙動は、ハイブリッド通信ネット
ワーク１００を通じてユニキャストパケットがどのようにルーティングされるべきかを示
し得る。ハイブリッド機器１０２のフラッディング挙動を不可にすることは、破滅的とな
りかねない、ハイブリッド通信ネットワーク１００の障害を引き起こし得る（ハイブリッ
ド通信ネットワーク１００における）ブリッジングループを防止するのに役立ち得る。フ
ラッディング挙動を不可にする際、ハイブリッド機器１０２が構成状態にある間、ハイブ
リッド機器１０２のネットワークインターフェースでブロードキャストパケット及びマル
チキャストパケットがブリッジングされなくてよい。以下で更に説明するように、構成プ
ロセスの一部として、ハイブリッド機器１０２の特徴が決定され得る。更に、ハイブリッ
ド機器の各ネットワークインターフェースがブリッジングをサポートし得るかどうかも決
定され得る。フラッディング挙動が不可にされた後、フローはブロック２０８において続
き、ブロック２０８において、ハイブリッド機器の特徴が決定される。
【００６６】
　[0071]ブロック２０８において、ハイブリッド機器の特徴が決定される。各ハイブリッ
ド機器１０２は、以下の特徴のうちの１つを割り当てられ得る。各ハイブリッド機器１０
２は、１）ハイブリッド通信ネットワーク１００の中央アクセスポイント（ＣＡＰ）、２
）ＣＡＰではないが、既存のＣＡＰが故障した場合もしくはネットワーク１００から消え
た場合にＣＡＰになることが可能なスタンバイＣＡＰ、３）ＣＡＰでもなくスタンバイＣ
ＡＰでもない非ＣＡＰ機器、又は４）未知の特徴タイプであり得る。非ＣＡＰ機器は、非
ＣＡＰ機器（例えば、ＷＬＡＮモジュール）が動作するように構成される通信帯域ごとに
特徴を割り当てられ得る。非ＣＡＰハイブリッド機器の特徴は、本明細書では「第２レベ
ル特徴」と呼ばれることもある。以下で図５において更に説明するように、非ＣＡＰハイ
ブリッド機器は以下であり得る。１）アクセスポイント（例えば、ハイブリッド機器のＷ
ＬＡＮ　ＡＰモジュールが使用可能にされ、ハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュ
ールが使用不可にされる）、２）中継（例えば、ハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＡＰモジ
ュール及びＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュールが使用可能にされ、同じ通信チャネル／帯域上で
動作している）、３）シンク（例えば、ハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＡＰモジュールが
使用不可にされ、ハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュールが使用可能にされる）
、又は４）使用不可（例えば、ハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＡＰモジュール及びＷＬＡ
Ｎ　ＳＴＡモジュールが使用不可にされる）。幾つかの実施形態では、ハイブリッド機器
１０２が以前記憶された特徴をまったく有しない場合、ハイブリッド機器１０２は、「未
知」のタイプを割り当てられる。特徴識別動作が実行された後、機器のタイプ（例えば、
アクセスポイントであるか、中継であるか、シンクであるか、又は使用不可であるか）が
決定され、電源サイクル全体で記憶され得る。
【００６７】
　[0072]特徴識別動作が実行された（図３において更に説明する）後、ハイブリッド機器
１０２がＣＡＰであると決定された場合、ハイブリッド機器１０２は、それのＷＬＡＮ資
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格情報を自動的に決定することができる（例えば、ＣＡＰはＳＳＩＤを選択すること、ラ
ンダムなＷＬＡＮパスフレーズを選択すること、などができる）。更にＣＡＰは、他のハ
イブリッド機器１１８及び１２０とともに、他のハイブリッド機器の第２レベル特徴を決
定するように動作することもできる。幾つかの実施形態では（例えば、ハイブリッド通信
ネットワーク１００がレガシーＷＬＡＮアクセスポイントを備えている場合）、ユーザは
ＳＳＩＤとＷＬＡＮパスフレーズとを選択するための動作を無効にすることができる。こ
の実施形態では、ユーザは、ＣＡＰについてのＷＬＡＮ資格情報（例えば、ＳＳＩＤ及び
ＷＬＡＮパスフレーズ）を、レガシーＷＬＡＮアクセスポイントのＷＬＡＮ資格情報と合
致するように、手動で構成することができる。代替的に、ＣＡＰは、（Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐｒ
ｏｔｅｃｔｅｄ　Ｓｅｔｕｐ（ＷＰＳ）動作を使用して）レガシーＷＬＡＮアクセスポイ
ントのＷＬＡＮ資格情報を決定し、レガシーＷＬＡＮアクセスポイントのＷＬＡＮ資格情
報を使用してそれ自体を構成し、通信ネットワーク１００における他のハイブリッド機器
に、レガシーＷＬＡＮアクセスポイントのＷＬＡＮ資格情報を配布することができる。幾
つかの実施形態では、通信ネットワーク１００は、複数のレガシーＷＬＡＮアクセスポイ
ントを含むことができる。この実施形態では、同じＷＬＡＮ通信帯域（例えば、２．４Ｇ
ＨｚのＷＬＡＮ帯域、５ＧＨｚのＷＬＡＮ帯域など）上で動作するレガシーＷＬＡＮアク
セスポイントの各々は、同じＷＬＡＮ資格情報を有し得る。例えば、ＣＡＰは、２．４Ｇ
ＨｚのＷＬＡＮ帯域上で動作するレガシーＷＬＡＮアクセスポイントの共通のＷＬＡＮ資
格情報を使用して、２．４ＧＨｚのＷＬＡＮ帯域用のＣＡＰのＷＬＡＮ資格情報を構成す
ることができる。ＣＡＰは、５ＧＨｚのＷＬＡＮ帯域上で動作するレガシーＷＬＡＮアク
セスポイントの共通のＷＬＡＮ資格情報を使用して、５ＧＨｚのＷＬＡＮ帯域用のＣＡＰ
のＷＬＡＮ資格情報を構成することができる。幾つかの実施形態では、ハイブリッド機器
がそれのＷＬＡＮ資格情報を取得／決定した後、これらのＷＬＡＮ資格情報は電源サイク
ル全体で記憶され、維持され得る。幾つかの実施形態では、ハイブリッド機器のＩＰアド
レス及び／又はＭＡＣアドレスは、ハイブリッド通信ネットワーク１００のネットワーク
ゲートウェイ１２４に登録され得る。ハイブリッド機器１０２の特徴（及び第２レベル特
徴）を決定するための動作は、図３～図５を参照しながら更に説明する。ハイブリッド機
器の特徴が決定された後、フローはブロック２１０において続く。
【００６８】
　[0073]ブロック２１０において、ハイブリッド機器について、帯域と、チャネルと、電
力とが決定される。例えば、構成ユニット１０６は、動作通信帯域（例えば、２．４ＧＨ
ｚのＷＬＡＮ帯域、５ＧＨｚのＷＬＡＮ帯域など）と、動作通信帯域の動作通信チャネル
と、ＷＬＡＮ送信用の送信電力とを決定することができる。構成ユニット１０６は、ハイ
ブリッド機器がＣＡＰであるかどうかに応じて、及び（ＣＡＰではない場合に）非ＣＡＰ
ハイブリッド機器がアクセスポイント、中継、シンクとして構成されるか、又は使用不可
にされるかに応じて、動作通信帯域と、動作通信チャネルと、送信電力とを決定すること
ができる。フローはブロック２１２において続く。
【００６９】
　[0074]ブロック２１２において、ハイブリッド機器のフラッディング挙動が可能にされ
る。例えば、ハイブリッド機器のネットワークインターフェースが、ハイブリッド通信ネ
ットワークにおけるループを引き起こさないブリッジング動作をサポートすることができ
ると決定された場合、ハイブリッド機器のフラッディング挙動が可能にされ得る。幾つか
の実施形態では、ハイブリッド機器１０２の１つ又は複数のネットワークインターフェー
スについてフラッディング挙動を可能にすべきかどうかは、ハイブリッド機器１０２の特
徴に依拠し得る。例えば、ハイブリッド機器１０２がＣＡＰである場合、ハイブリッド機
器１０２の全てのネットワークインターフェースについて、全てのブリッジング能力が使
用可能にされ得る。別の例として、ハイブリッド機器１０２がスタンバイＣＡＰである場
合、経由してＣＡＰが到達可能であるネットワークインターフェースの間のブリッジング
機能が使用不可にされ得る。この例では、スタンバイＣＡＰの（ネットワークゲートウェ
イ１２４に接続された）イーサネットインターフェースとＰＬＣインターフェースとの間
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のブリッジング機能が使用不可にされ得る。別の例として、ハイブリッド機器１０２が非
ＣＡＰ機器である場合、ハイブリッド機器１０２と（例えば、ＣＡＰから離れている）「
下流」ネットワークインターフェースとの間のブリッジング機能が使用可能にされ得る一
方、ハイブリッド機器１０２と（ＣＡＰの方向にある）「上流」ネットワークインターフ
ェースとの間のブリッジング機能が使用不可にされ得る。非ＣＡＰ機器はまた、上流ネッ
トワークインターフェースと下流ネットワークインターフェースとの間のブリッジングを
使用可能にし得る。フローはブロック２１４において続く。
【００７０】
　[0075]ブロック２１４において、ハイブリッド機器構成動作を再実行すべきかどうかを
決定するために、ハイブリッド通信ネットワークが監視される。監視ユニット１０８は、
イベントベース又は時間ベースの監視動作を実行することができる。例えば、監視動作は
周期的間隔で、及び／又はハイブリッド通信ネットワークにおける任意のハイブリッド機
器のネットワークインターフェースが使用可能／使用不可にされていることを検出したこ
とに応答して、実行され得る。監視ユニット１０８はまた、ハイブリッド機器構成動作が
再実行されるべきかどうかを決定するために、チャネル性能、ハイブリッド通信ネットワ
ークにおけるアクセスポイントから受信された信号のＲＳＳＩ、ＤＨＣＰ、トラフィック
負荷、及び／又は他の適切な性能測定を分析することができる。図２に示すように、ハイ
ブリッド機器構成動作が再実行されるべきであると監視ユニット１０８が決定した場合、
監視ユニット１０８は構成ユニット１０６に、ハイブリッド機器の特徴を再評価するよう
通知し、フローは２０６に戻る。
【００７１】
　[0076]図３は、ハイブリッド機器の特徴を決定するための流れ図３００である。フロー
３００は、ブロック３０２において開始する。
【００７２】
　[0077]ブロック３０２において、イーサネットケーブルがハイブリッド機器に物理的に
接続されているかどうかが決定される。図１の例を参照すると、構成ユニット１０６は、
イーサネット機器がハイブリッド機器１０２のイーサネットインターフェース１１０に接
続されているかどうかを決定することができる。イーサネットケーブルがハイブリッド機
器１０２につなげられていると決定された場合、ハイブリッド機器１０２は、ハイブリッ
ド機器をハイブリッド通信ネットワークのＣＡＰとして指定すべきかどうかを決定するた
めに更に分析され得る。図３において、イーサネットケーブルがハイブリッド機器１０２
につなげられていると決定された場合、フローはブロック３０４において続く。そうでは
ない場合、ハイブリッド機器はハイブリッド通信ネットワークのＣＡＰとして指定される
べきではないと決定され、フローはブロック３１０において続く。
【００７３】
　[0078]ブロック３０４において、ハイブリッド機器がハイブリッド通信ネットワークの
ＣＡＰであるかどうかが決定される。一例では、ハイブリッド機器１０２の構成ユニット
１０６は、ハイブリッド機器１０２がハイブリッド通信ネットワーク１００のＣＡＰとし
て指定されるべきかどうかを決定することができる。幾つかの実施形態では、構成ユニッ
ト１０６は、ハイブリッド機器１０２がハイブリッド通信ネットワーク１００のＣＡＰで
あるかどうかを決定するために、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）がハイブリッド機
器１０２のワイヤードネットワークインターフェースから到達可能であるかどうかを決定
することができる。例えば、構成ユニット１０６は、ＷＡＮがイーサネットなどの専用の
信頼できるワイヤードネットワーキング技術から到達可能であるかどうかを決定すること
ができる。ＷＡＮがハイブリッド機器１０２のワイヤードネットワークインターフェース
から到達可能ではない場合、ハイブリッド機器１０２は「非ＣＡＰ」機器として指定され
得る。ＷＡＮがハイブリッド機器１０２のワイヤードネットワークインターフェースから
到達可能である場合、ハイブリッド機器１０２はＣＡＰ又はスタンバイＣＡＰとして指定
され得る。幾つかの実施形態では、ハイブリッド機器１０２がハイブリッド通信ネットワ
ーク１００のＣＡＰであるかどうかを決定するために、ハイブリッド機器１０２はＤＨＣ
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Ｐ検出動作を実行することができる。例えば、構成ユニット１０６は、ハイブリッド通信
ネットワークがＤＨＣＰサーバを備えているかどうかを決定することができる。幾つかの
実施形態では、ハイブリッド機器１０２は、所定の時間間隔において周期的間隔でＤＨＣ
Ｐ発見メッセージを送信することができる。ＤＨＣＰ発見メッセージを送信した後、ハイ
ブリッド機器１０２は、送信された発見メッセージに応答する対応するＤＨＣＰ提供メッ
セージを受信するのを待つことができる。ハイブリッド機器１０２が所定の時間間隔内に
ＤＨＣＰ提供メッセージを受信した場合、ＤＨＣＰサーバが存在すると決定される。ハイ
ブリッド機器１０２が送信された発見メッセージのいずれかに応答するＤＨＣＰ提供メッ
セージを受信しなかった場合、ハイブリッド通信ネットワークはハイブリッド機器１０２
のイーサネットインターフェース１１０から到達可能なＤＨＣＰサーバを備えていないと
決定される。ハイブリッド機器１０２のイーサネットインターフェース１１０から到達可
能なＤＨＣＰサーバが識別され得ない場合、ハイブリッド機器１０２は「非ＣＡＰ」機器
として指定され得る。ハイブリッド機器１０２のイーサネットインターフェース１１０か
ら到達可能なＤＨＣＰサーバが識別された場合、ハイブリッド機器１０２はＣＡＰ又はス
タンバイＣＡＰとして指定され得る。
【００７４】
　[0079]幾つかの実施形態では、ＣＡＰは常に、ハイブリッド通信ネットワークのネット
ワークゲートウェイ１２４に（例えば、ネットワークゲートウェイ１２４から１ホップ又
は１通信リンク離れて）直接接続される場合がある。スタンバイＣＡＰも、ネットワーク
ゲートウェイ１２４に（例えば、ネットワークゲートウェイ１２４から１ホップ又は１通
信リンク離れて）直接接続される場合がある。幾つかの実施形態では、ハイブリッド機器
１０２が単一の通信インターフェース（例えば、イーサネット通信インターフェース）を
介してハイブリッド通信ネットワーク１００のネットワークゲートウェイ１２４と通信可
能に結合される場合、ハイブリッド機器１０２はＣＡＰ又はスタンバイＣＡＰとして指定
され得る。現在のＣＡＰが使用不可にされている場合、又は現在のＣＡＰが故障している
場合、スタンバイＣＡＰはハイブリッド通信ネットワークのＣＡＰになることができる。
ハイブリッド機器１０２がＣＡＰとして指定されるか、又はスタンバイＣＡＰとして指定
されるかは、ハイブリッド機器１０２の通信能力、ハイブリッド通信ネットワークにおけ
る他のネットワーク機器と比較したハイブリッド機器１０２の性能測定となどに依拠し得
る。ハイブリッド機器１０２がＣＡＰであると決定された場合、フローはブロック３０６
において続く。そうではない場合、ハイブリッド機器１０２は「非ＣＡＰ」機器として指
定されるべきであると決定され、フローはブロック３１０において続く。
【００７５】
　[0080]ブロック３０６において、ＣＡＰが動作するように構成されるＷＬＡＮ通信帯域
ごとにＷＬＡＮ資格情報が決定される。幾つかの実施形態では、ＣＡＰが単一の通信帯域
においてのみ動作するように構成されるかどうかにかかわらず、ＷＬＡＮ資格情報は、２
．４ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域及び５ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域用に構成される場合があ
る。幾つかの実施形態では、ＣＡＰモードも決定され得る。例えば、ハイブリッド機器１
０２のＷＬＡＮ　ＡＰモジュールがＯＮにされ、ハイブリッド機器１０２のＷＬＡＮ　Ｓ
ＴＡモジュールがＯＦＦにされる（例えば、ハイブリッド機器１０２がイーサネットイン
ターフェース１１０を介してネットワークゲートウェイ１２４に直接接続されているので
、ＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュールはＯＮにされる必要がない）ように、ＣＡＰが構成される
場合がある。幾つかの実施形態では、ＣＡＰは、ハイブリッド通信ネットワークのＡＰレ
ジストラ（例えば、ＩＥＥＥ　Ｓｔｄ１９０５．１ＡＰレジストラ）でもあり得る。フロ
ーはブロック３０８において続く。
【００７６】
　[0081]ブロック３０８において、ＣＡＰの帯域と、チャネルと、電力とを選択するため
の１つ又は複数の動作（「ＣＡＰ　ＢＣＰ選択動作」）が実行される。例えば、構成ユニ
ット１０６は、ＣＡＰが動作することになる通信帯域とチャネルとを選択し、ＣＡＰの送
信電力を決定するために、ＣＡＰ　ＢＣＰ選択動作を実行することができる。ＣＡＰ　Ｂ
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ＣＰ選択動作は、図４を参照しながら更に説明する。ブロック３０８からフローは終了す
る。
【００７７】
　[0082]ブロック３１０において、ハイブリッド機器は非ＣＡＰ機器であると決定される
。イーサネットケーブルがハイブリッド機器１０２のイーサネットインターフェース１１
０に接続されていないと決定された場合、フロー３００はブロック３０２からブロック３
１０に進み、ハイブリッド機器１０２が非ＣＡＰ機器として識別される。ハイブリッド機
器がハイブリッド通信ネットワークのネットワークゲートウェイ１２４に直接接続されて
いない場合（例えば、ハイブリッド機器がネットワークゲートウェイ１２４から２通信ホ
ップ以上離れている場合）、及びワイドエリアネットワークがハイブリッド機器１０２の
ワイヤードインターフェースから到達可能ではない場合、フロー３００はブロック３０４
からブロック３１０に進み、ハイブリッド機器１０２が非ＣＡＰ機器として識別される。
ハイブリッド機器が非ＣＡＰ機器として指定された後、フローはブロック３１２において
続く。
【００７８】
　[0083]ブロック３１２において、非ＣＡＰ機器の特徴と、帯域と、チャネルと、電力と
を選択するための１つ又は複数の動作（「非ＣＡＰ　ＰＢＣＰ選択動作」）が実行される
。幾つかの実施形態では、ハイブリッド機器１０２がＣＡＰではないと決定された場合、
ハイブリッド機器１０２は、ユーザが非ＣＡＰハイブリッド機器１０２に関連するボタン
を押すのを（例えば、プッシュボタン構成（ＰＢＣ）手順を）待つことができる。ユーザ
がハイブリッド機器１０２上のボタンとＣＡＰ上のボタンとを押した場合、ハイブリッド
機器１０２のＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュールは、ＣＡＰとともにＷＬＡＮ　ＰＢＣ動作及び
ＰＬＣ　ＰＢＣ動作を、それぞれＷＬＡＮ通信リンク及びＰＬＣ通信リンクを確立するた
めに実行することができる。幾つかの実施形態では、（例えば、非ＣＡＰハイブリッド機
器１０２の）ＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュールがＷＬＡＮ通信リンクを使用してＣＡＰのＷＬ
ＡＮ資格情報を決定することが不可能である場合、ＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュールは、ＰＬ
Ｃ通信リンクが確立されると、ＰＬＣ通信リンクを介してＣＡＰからＷＬＡＮ資格情報を
取得することができる。幾つかの実施形態では、ＣＡＰが構成される前にユーザが非ＣＡ
Ｐハイブリッド機器１０２のボタンと別のネットワーク内ハイブリッド機器のボタンとを
押した場合に、２つのハイブリッド機器間でＰＬＣ通信リンクは確立されることがあるが
、ＷＬＡＮ通信リンクは確立されないことがある。この実施形態では、ＣＡＰが構成され
た後、ＷＬＡＮ通信リンクが（即ち、ハイブリッド機器１０２とＣＡＰとの間で）確立さ
れ得、ＷＬＡＮ資格情報が（ＣＡＰから）２つのハイブリッド機器に転送され得る。ＣＡ
Ｐが構成され、ハイブリッド通信ネットワークの一部になった後、非ＣＡＰハイブリッド
機器１０２とＣＡＰとの間の通信リンク品質測定値が決定され得、通信リンク品質測定値
に基づいて非ＣＡＰハイブリッド機器１０２の特徴が決定され得る。非ＣＡＰハイブリッ
ド機器１０２は、ハイブリッド機器１０２及びハイブリッド通信ネットワーク１００の最
適な性能のために構成され得る。以下で更に説明するように、非ＣＡＰ機器は、以下のよ
うな第２レベル特徴を割り当てられ得る。１）アクセスポイント（例えば、ハイブリッド
機器のＡＰがＯＮされ、ハイブリッド機器のＳＴＡがＯＦＦにされるとき）、２）中継（
例えば、ＡＰとＳＴＡの両方がＯＮにされるとき）、３）シンク（例えば、ＳＴＡがＯＮ
にされ、ＡＰがＯＦＦにされるとき）、又は４）使用不可（例えば、ＡＰとＳＴＡの両方
がＯＦＦにされるとき）。ブロック３１２からフローは終了する。
【００７９】
　[0084]図４は、中央アクセスポイントの帯域と、チャネルと、電力とを選択するための
例示的な動作（ＣＡＰ　ＢＣＰ選択）を示す流れ図４００である。フロー４００は、ブロ
ック４０２において開始する。
【００８０】
　[0085]ブロック４０２において、ハイブリッド通信ネットワークのＣＡＰが２．４ＧＨ
ｚのＷＬＡＮ通信帯域において動作するように構成されるかどうかが決定される。ＣＡＰ
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が２．４ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域において動作するように構成されると決定された場合
、フローはブロック４０４において続く。そうでない場合、フローはブロック４０８にお
いて続く。
【００８１】
　[0086]ブロック４０４において、２．４ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域におけるＣＡＰの動
作のために、２．４ＧＨｚの通信チャネルが選択される。例えば、ＣＡＰは、２．４ＧＨ
ｚのＷＬＡＮ通信帯域における好ましい性能を有する通信チャネルを識別し、選択するた
めに、ＥＡＣＳ動作、ＡＣＳ動作、又は他の適切なチャネルスキャン動作を実行すること
ができる。例えば、ＣＡＰは、他のアクティブなアクセスポイントを備えていない通信チ
ャネルを選択することができる。別の例として、ＣＡＰは、低いＲＳＳＩに関連するアク
ティブなアクセスポイントを備えている通信チャネルを選択することができる。ＣＡＰは
、２．４ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域における好ましい通信チャネル上で動作するように構
成され得る。フローはブロック４０６において続く。
【００８２】
　[0087]ブロック４０６において、選択された２．４ＧＨｚの通信チャネルにおけるＣＡ
ＰからのＷＬＡＮ送信のために、送信電力が選択される。幾つかの実施形態では、選択さ
れた送信電力は、ＣＡＰの最大送信電力であり得る。他の実施形態では、送信電力は、ハ
イブリッド通信ネットワークのトポロジー、干渉及び他のそのような考慮事項に少なくと
も部分的に基づいて選択され得る。幾つかの実施形態では、送信電力が選択された後、送
信電力は、受信側機器からの距離及びハイブリッド通信ネットワークの状態の変化に基づ
いて動的に適合され得る。フローはブロック４０８において続く。
【００８３】
　[0088]ブロック４０８において、ハイブリッド通信ネットワークのＣＡＰが５ＧＨｚの
ＷＬＡＮ通信帯域において動作するように構成されるかどうかが決定される。ＣＡＰが５
ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域において動作するように構成されると決定された場合、フロー
はブロック４１０において続く。そうでない場合、フローは終了する。
【００８４】
　[0089]ブロック４１０において、５ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域におけるＣＡＰのＷＬＡ
Ｎ動作のために、５ＧＨｚの通信チャネルが選択される。例えば、ＣＡＰは、５ＧＨｚの
ＷＬＡＮ通信帯域における好ましい性能を有する通信チャネルを識別し、選択するために
、ＥＡＣＳ動作、ＡＣＳ動作、又は他の適切なチャネルスキャン動作を実行することがで
きる。例えば、ＣＡＰは、他のアクティブなアクセスポイントを備えていない通信チャネ
ルを選択することができる。別の例として、ＣＡＰは、低いＲＳＳＩに関連するアクティ
ブなアクセスポイントを備えている通信チャネルを選択することができる。このＣＡＰは
、５ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域における好ましい通信チャネル上で動作するように構成さ
れ得る。フローはブロック４１２において続く。
【００８５】
　[0090]ブロック４１２において、選択された５ＧＨｚの通信チャネルにおけるＣＡＰか
らのＷＬＡＮ送信のために、送信電力が選択される。幾つかの実施形態では、選択された
送信電力は、ＣＡＰの最大送信電力であり得る。他の実施形態では、送信電力は、ハイブ
リッド通信ネットワークのトポロジー、干渉及び他のそのような考慮事項に少なくとも部
分的に基づいて選択され得る。幾つかの実施形態では、送信電力が選択された後、送信電
力は、受信側機器からの距離及びハイブリッド通信ネットワークの状態の変化に基づいて
動的に適合され得る。ブロック４１２からフローは終了する。
【００８６】
　[0091]幾つかの実施形態では、ＣＡＰが４０ＭＨｚの動作をすることが可能である場合
（例えば、ＷＬＡＮ通信帯域における各チャネルの幅が４０ＭＨｚである場合）、ＣＡＰ
は、動作チャネルを選択しようと試みるときに以下の動作を実行することができる。ＣＡ
Ｐは、ハイブリッド通信ネットワークにおける全てのアクセスポイントをオフにするため
のメッセージを送信することができる。次いでＣＡＰは、動作通信帯域（例えば、２．４
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ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域又は５ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域）における好ましい４０ＭＨ
ｚのチャネルを選択しようと試みることができる。近隣ネットワークにおけるＡＰによっ
て使用されているチャネルの競合のために、４０ＭＨｚにおいて動作することは可能では
ないとＣＡＰが決定した場合、ＣＡＰは、（例えば、ＷＬＡＮ通信帯域における各チャネ
ルの幅が２０ＭＨｚである場合に）２０ＭＨｚの動作に切り替えることができる。ＣＡＰ
が１つ又は複数のチャネルを選択した後、ＣＡＰは、ＣＡＰが動作中であることを示すた
めの、またＣＡＰが選択したチャネルを示すためのメッセージをブロードキャストするこ
とができる。
【００８７】
　[0092]例は、２０ＭＨｚのＷＬＡＮ動作チャネル又は４０ＭＨｚのＷＬＡＮ動作チャネ
ルを選択するための動作について説明しているが、実施形態はそのように限定されない。
他の実施形態では、ＣＡＰ（又は別の適切なネットワーク機器）は、実装されている通信
プロトコルに基づいて、任意の適切な帯域幅を有する動作チャネルを選択することができ
る。例えば、ＣＡＰがＩＥＥＥ８０２．１１ａｃのＷＬＡＮ通信プロトコルを実装してい
る場合、ＣＡＰは、８０ＭＨｚのＷＬＡＮ動作チャネル又は１６０ＭＨｚのＷＬＡＮ動作
チャネルを選択するように構成され得る。
【００８８】
　[0093]図５は、非中央アクセスポイント機器の特徴と、帯域と、チャネルと、電力とを
選択するための例示的な動作（非ＣＡＰ　ＰＢＣＰ選択）を示す流れ図５００である。フ
ロー５００は、ブロック５０２において開始する。
【００８９】
　[0094]ブロック５０２において、非ＣＡＰハイブリッド機器は、ハイブリッド通信ネッ
トワークのＣＡＰが識別され得るかどうかを決定する。例えば、ハイブリッド機器１０２
の構成ユニット１０６は、ＣＡＰがハイブリッド通信ネットワークにおいて構成されて利
用可能であることを示すメッセージがＣＡＰから受信されたかどうかを決定することがで
きる。ＣＡＰが識別され得ない場合、フローはブロック５０４において続く。一方、非Ｃ
ＡＰハイブリッド機器（例えば、構成ユニット１０６）が、ＣＡＰに関連するＷＬＡＮ資
格情報と、ＣＡＰが動作中であることを示す確認メッセージとを取得している場合、非Ｃ
ＡＰハイブリッド機器は、本明細書で説明する非ＣＡＰ　ＰＢＣＰ選択動作を実行する前
にランダムな時間期間にわたって待つことができる。言い換えれば、ＣＡＰが以前識別さ
れている場合、フローはブロック５０６において続く。
【００９０】
　[0095]ブロック５０４において、ＣＡＰを識別するための、またＣＡＰに関連するＷＬ
ＡＮ資格情報を決定するための１つ又は複数のメッセージがブロードキャストされる。Ｃ
ＡＰが識別され、ＣＡＰに関連するＷＬＡＮ資格情報が受信された後、構成ユニット１０
６は、本明細書で説明する非ＣＡＰ　ＰＢＣＰ選択動作を実行する前にランダムな時間期
間にわたって待つことができる。フローはブロック５０６において続く。
【００９１】
　[0096]ブロック５０６において、非ＣＡＰハイブリッド機器とＣＡＰとの間の１つ又は
複数の性能測定が決定される。例えば、非ＣＡＰハイブリッド機器は、１）全ての通信帯
域上のＣＡＰへのＷＬＡＮ接続品質、２）ＣＡＰへのＰＬＣ接続品質、３）ＷＬＡＮカバ
レージ、４）全てのＷＬＡＮ通信帯域上でのチャネルスキャン動作によって選択された候
補チャネル、及び５）非ＣＡＰハイブリッド機器とＣＡＰとの間の通信ホップ（又は通信
リンク）の数の多くのうちの１つを決定することができる。
【００９２】
　[0097]幾つかの実施形態では、ＣＡＰのＷＬＡＮ接続品質は、ＣＡＰが動作するように
構成される全ての通信帯域（例えば、２．４ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域、５ＧＨｚのＷＬ
ＡＮ通信帯域など）上でＣＡＰから（非ＣＡＰハイブリッド機器のＷＬＡＮインターフェ
ースにおいて）受信されたＷＬＡＮ信号の信号強度（例えば、ＲＳＳＩ）であり得る。詳
細には、ＷＬＡＮ接続品質は、非ＣＡＰハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュール
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とＣＡＰとの間の接続（即ち、通信リンク）の品質を表し得る。ＷＬＡＮ接続が存在しな
いか、又は低品質である場合、ＷＬＡＮ接続品質は「不十分」と見なされ得る。ＷＬＡＮ
接続が高品質である場合、ＷＬＡＮ接続品質は「十分」と見なされ得る。幾つかの実施形
態では、ＣＡＰから受信された信号のＲＳＳＩが所定のＲＳＳＩ閾値（例えば、以下で更
に説明するＲＳＳＩ＿ｍｏｄｅｒａｔｅ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）を上回る場合、ＷＬＡＮ
接続品質は十分と見なされる。そうではなく、ＣＡＰから受信された信号のＲＳＳＩが所
定のＲＳＳＩ閾値（例えば、ＲＳＳＩ＿ｍｏｄｅｒａｔｅ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）を下回
る場合、ＷＬＡＮ接続品質は不十分と見なされる。他の実施形態では、構成ユニット１０
６は、ＷＬＡＮ接続を介してＣＡＰと非ＣＡＰハイブリッド機器との間でサポートされる
データレートをチェックするために、短いデータレートテストを実行することができる。
構成ユニット１０６は、サポートされるデータレートに少なくとも部分的に基づいてＷＬ
ＡＮ接続品質を決定することができる。
【００９３】
　[0098]ＰＬＣ接続品質は、ハイブリッド機器のＰＬＣモジュールとＣＡＰとの間のデー
タ接続（即ち、通信リンク）の品質を表し得る。ＰＬＣ接続が存在しないか、又は低品質
である場合、ＰＬＣ接続品質は「不十分」と見なされ得る。ＰＬＣ接続が高品質である場
合、ＰＬＣ接続品質は「十分」と見なされ得る。幾つかの実施形態では、ＣＡＰへのＰＬ
Ｃ接続品質は、非ＣＡＰハイブリッド機器のＰＬＣインターフェースにおいてＣＡＰから
受信されたＰＬＣ信号の信号強度を示し得る。幾つかの実施形態では、非ＣＡＰハイブリ
ッド機器（例えば、構成ユニット１０６）は、非ＣＡＰハイブリッド機器とＣＡＰとの間
のＰＬＣ接続品質（例えば、信号強度）について、非ＣＡＰハイブリッド機器のＰＬＣモ
ジュールに照会することができる。ＰＬＣ接続品質が所定の品質（例えば、以下で更に説
明するＰＬＣ＿ａｄｅｑｕａｔｅ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）を上回る場合、ＰＬＣ接続品質
は十分と見なされる。そうではなく、ＰＬＣ接続品質が所定の品質（例えば、ＰＬＣ＿ａ
ｄｅｑｕａｔｅ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）を下回る場合、ＰＬＣ接続品質は不十分と見なさ
れる。他の実施形態では、構成ユニット１０６は、ＰＬＣ接続を介してＣＡＰとハイブリ
ッド機器との間でサポートされるデータレートをチェックするために、短いデータレート
テストを実行することができる。構成ユニット１０６は、サポートされるデータレートに
少なくとも部分的に基づいてＰＬＣ接続品質を決定することができる。
【００９４】
　[0099]２．４ＧＨｚのＷＬＡＮカバレージは、非ＣＡＰハイブリッド機器とハイブリッ
ド通信ネットワーク１００における（ＣＡＰを含む）任意のアクセスポイントとの間で測
定された全てのＲＳＳＩ値のうちの最大値であり得る。一般に、（上述の）ＷＬＡＮ接続
品質は、非ＣＡＰハイブリッド機器とＣＡＰとの間の通信リンクの品質を指し得る。２．
４ＧＨｚのＷＬＡＮカバレージは、非ＣＡＰハイブリッド機器とハイブリッド通信ネット
ワークにおける各アクセスポイントとの間の通信リンクの品質（例えば、ＲＳＳＩ）を分
析することに基づいて決定される。非ＣＡＰハイブリッド機器は、ＣＡＰへの非ＣＡＰハ
イブリッド機器の接続性を、非ＣＡＰハイブリッド機器が一般にそれの通信の大部分をＣ
ＡＰに送信するという理由で決定し得る。一方、ハイブリッド通信ネットワークにおける
他のアクセスポイントへの非ＣＡＰハイブリッド機器の接続性を決定することによって（
例えば、２．４ＧＨｚのＷＬＡＮカバレージを決定することによって）、非ＣＡＰハイブ
リッド機器は、それの送信がハイブリッド通信ネットワークにおいて干渉を引き起こすこ
とになるかどうかを決定することができる。例えば、互いに極めて近接して２つの非ＣＡ
Ｐハイブリッド機器があり、それらの非ＣＡＰハイブリッド機器のうちの１つがアクセス
ポイントとして構成される場合に、他方の非ＣＡＰハイブリッド機器は、干渉を低減する
ためにアクセスポイントして構成されないことがある。
【００９５】
　[00100]一例では、２．４ＧＨｚのＷＬＡＮカバレージは、２．４ＧＨｚのＷＬＡＮ通
信帯域における任意のチャネル上での非ＣＡＰハイブリッド機器とＳＳＩＤを所定のＳＳ
ＩＤ（例えば、一例では「ＳＳＩＤ１」）に設定した任意のアクセスポイントとの間で測
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定された全てのＲＳＳＩ値のうちの最大値であり得る。この例では、ＳＳＩＤ１は、２．
４ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域についてＩＥＥＥ　Ｓｔｄ１９０５．１レジストラ上で構成
されたＳＳＩＤを表し得る。２．４ＧＨｚのＷＬＡＮカバレージは、非ＣＡＰハイブリッ
ド機器の位置における２．４ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域のＷＬＡＮカバレージを推定する
ために使用され得る。２．４ＧＨｚのＷＬＡＮカバレージは、最大ＲＳＳＩ値が第１のＲ
ＳＳＩ閾値を下回る（例えば、信号＜ＲＳＳＩ＿ｍｏｄｅｒａｔｅ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ
）場合に「弱」と見なされ得る。２．４ＧＨｚのＷＬＡＮカバレージが弱である場合に、
非ＣＡＰハイブリッド機器は、ハイブリッド通信ネットワークにおける中継として構成さ
れないことがある。２．４ＧＨｚのＷＬＡＮカバレージは、最大ＲＳＳＩ値が第１のＲＳ
ＳＩ閾値及び第２のＲＳＳＩ閾値の範囲に入る（例えば、ＲＳＳＩ＿ｍｏｄｅｒａｔｅ＿
ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ≦信号＜ＲＳＳＩ＿ｇｏｏｄ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）場合に「中」と
見なされ得る。２．４ＧＨｚのＷＬＡＮカバレージが中である場合に、非ＣＡＰハイブリ
ッド機器は、ハイブリッド通信ネットワークの中継として構成される可能性がある。２．
４ＧＨｚのＷＬＡＮカバレージは、最大ＲＳＳＩ値が第２のＷＬＡＮ閾値を上回る（例え
ば、ＲＳＳＩ＿ｇｏｏｄ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ≦信号）場合に「良好」と見なされ得る。
２．４ＧＨｚのＷＬＡＮカバレージが良好である場合に、非ＣＡＰハイブリッド機器は、
潜在的な干渉の問題を理由にハイブリッド通信ネットワークの中継として構成されないこ
とがある。しかしながら、非ＣＡＰハイブリッド機器は依然として、ＳＳＩＤ１に関する
好ましいチャネルがＣＡＰのチャネルと同じ場合にはＣＡＰのチャネル上で中継になり得
る。ＲＳＳＩ＿ｍｏｄｅｒａｔｅ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄは、それを上回ると通信リンクの
品質が「中」と見なされるＷＬＡＮ　ＲＳＳＩ閾値であり得ることに留意されたい。ＲＳ
ＳＩ＿ｇｏｏｄ＿ｔｈｒｅｓｈｏｌｄは、ＲＳＳＩ＿ｍｏｄｅｒａｔｅ＿ｔｈｒｅｓｈｏ
ｌｄ以上であり得、それを上回ると通信リンクの品質が「良好」と見なされるＲＳＳＩ閾
値であり得る。ＷＬＡＮ　ＲＳＳＩ閾値は、任意の適切な値であってよく、ハイブリッド
通信ネットワークにおける機器の数及びタイプ、ネットワークトポロジー、トラフィック
、ならびに他の適切な要因に基づいて決定され得る。
【００９６】
　[00101]ハイブリッド機器の５ＧＨｚのＷＬＡＮカバレージを決定するための動作は、
２．４ＧＨｚのＷＬＡＮカバレージに関して同様に上述したように実行され得る。５ＧＨ
ｚのＷＬＡＮカバレージを決定するために、非ＣＡＰハイブリッド機器（例えば、構成ユ
ニット１０６）は、非ＣＡＰハイブリッド機器と５ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域において動
作している各アクセスポイントとの間の５ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域におけるＲＳＳＩ測
定値を決定することができる。幾つかの実施形態では、２．４ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域
及び５ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域についてのＲＳＳＩ測定値は同じであり得る。一方、他
の実施形態では、伝搬特性の相違により、２．４ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域についてのＲ
ＳＳＩ測定値は、５ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域についてのＲＳＳＩ測定値とは異なり得る
。
【００９７】
　[00102]幾つかの実施形態では、２．４ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域についてのＲＳＳＩ
測定値は、所定の時間間隔において決定され、平均化され得る。同様に、５ＧＨｚのＷＬ
ＡＮ通信帯域についてのＲＳＳＩ測定値は、所定の時間間隔において決定され、平均化さ
れ得る。幾つかの実施形態では、２．４ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域についてのＲＳＳＩ測
定値を決定するための時間間隔は、５ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域についてのＲＳＳＩ測定
値を決定するための時間間隔とは異なり得る。他の実施形態では、２．４ＧＨｚのＷＬＡ
Ｎ通信帯域についてのＲＳＳＩ測定値及び５ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域についてのＲＳＳ
Ｉ測定値は、同じ時間間隔中に決定され得る。更に、非ＣＡＰハイブリッド機器はまた、
各ＷＬＡＮ通信帯域上の候補チャネル（例えば、好ましい性能を有するチャネル）を選択
するためにチャネルスキャン動作を実行することができる。非ＣＡＰハイブリッド機器は
また、非ＣＡＰハイブリッド機器とＣＡＰとの間の通信ホップ（又は通信リンク）の数を
決定することができる。非ＣＡＰハイブリッド機器とＣＡＰとの間の性能測定が決定され
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た後、フローはブロック５０８において続く。
【００９８】
　[00103]ブロック５０８において、非ＣＡＰハイブリッド機器とＣＡＰとの間の１つ又
は複数の性能測定に少なくとも部分的に基づいて、非ＣＡＰハイブリッド機器のＡＰモジ
ュール及び非ＣＡＰハイブリッド機器のＳＴＡモジュールの構成が決定される。非ＣＡＰ
ハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＡＰモジュール及びＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュールの構成は
、ＷＬＡＮ　ＡＰモジュールがＯＮ／ＯＦＦにされるかと、ＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュール
がＯＮ／ＯＦＦにされるかとを示すことができる。非ＣＡＰハイブリッド機器のＷＬＡＮ
　ＡＰモジュール及びＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュールの構成は、非ＣＡＰハイブリッド機器
の特徴と呼ばれることもある。幾つかの実施形態では、候補チャネルに加えて、ＣＡＰが
現在動作しているチャネルも、非ＣＡＰハイブリッド機器の特徴を決定している間に考慮
され得る。例えば、構成ユニット１０６は、候補チャネルから好ましいチャネル（例えば
、最高のＲＳＳＩ、最低のエラー率などのような、最良の性能を有するチャネル）を識別
し、好ましいチャネルを、ＣＡＰが現在動作しているチャネルと比較し、非ＣＡＰハイブ
リッド機器をアクセスポイントとして構成すべきか、又は中継として構成すべきかを決定
することができる。非ＣＡＰハイブリッド機器の好ましいチャネルが、ＣＡＰが現在動作
しているチャネルと合致する場合、非ＣＡＰハイブリッド機器は、中継として構成され得
る（例えば、非ＣＡＰハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＡＰモジュール及びＷＬＡＮ　ＳＴ
ＡモジュールはＯＮにされ得る）。非ＣＡＰハイブリッド機器の好ましいチャネルが、Ｃ
ＡＰが現在動作しているチャネルと合致しない場合、非ＣＡＰハイブリッド機器は、アク
セスポイントとして構成され得る（例えば、ＷＬＡＮ　ＡＰモジュールはＯＮにされ得、
ＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュールはＯＦＦにされ得る）。ブロック５０８からフローは終了す
る。
【００９９】
　[00104]非ＣＡＰハイブリッド機器の特徴を決定すると、構成ユニット１０６は、（例
えば、非ＣＡＰハイブリッド機器の特徴が、測定されたＷＬＡＮ２．４ＧＨｚのＳＳＩＤ
１信号強度の選択された閾値によって影響され得る場合に）ＷＬＡＮ　ＡＰモジュールを
頻繁にＯＮ／ＯＦＦにするのを回避しようとすることがあり、その理由は、これがサービ
スの中断を引き起こし得ることにある（例えば、理由は、接続されたＷＬＡＮ　ＳＴＡが
他のアクセスポイントと再び結び付く必要があり得ることにある）。以下で更に説明する
ように、ＣＡＰへのＷＬＡＮ接続の品質（「ＷＬＡＮ接続品質」）、ＣＡＰへのＰＬＣ接
続の品質（「ＰＬＣ接続品質」）、２．４ＧＨｚのＷＬＡＮカバレージ、及び／又は５Ｇ
ＨｚのＷＬＡＮカバレージに少なくとも部分的に基づいて、（「第２レベル特徴」とも呼
ばれる）非ＣＡＰハイブリッド機器の特徴が決定され得る。
【０１００】
　[00105]幾つかの実施形態では、非ＣＡＰハイブリッド機器は、単一バンド単一無線（
ＳＢＳＲ：single band single radio）機器であり得る。ＳＢＳＲ機器は、単一の通信帯
域（例えば、２．４ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域又は５ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域のいずれ
か）において動作するようにのみ構成されたＷＬＡＮ機器であり得る。幾つかの実施形態
では、ＳＢＳＲ機器が動作し得る通信帯域が、製造中に決定され得る。一般に、ＣＡＰへ
のＷＬＡＮ接続が十分である場合（例えば、非ＣＡＰハイブリッド機器においてＣＡＰか
ら検出された信号強度が閾値信号強度を上回る場合）、非ＣＡＰハイブリッド機器のＷＬ
ＡＮ　ＳＴＡモジュールはＯＮにされ得る。また、２．４ＧＨｚのＷＬＡＮカバレージが
弱又は中である場合、非ＣＡＰハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＡＰモジュールはＯＮにさ
れ得る。ＷＬＡＮ接続品質とＰＬＣ接続品質の両方が弱である場合、非ＣＡＰハイブリッ
ド機器のＷＬＡＮ　ＡＰモジュールはＯＦＦにされ得る。通常、ＷＬＡＮ接続品質が２．
４ＧＨｚの通信帯域において十分である場合、２．４ＧＨｚのＷＬＡＮカバレージは中又
は良好であり得る。
【０１０１】
　[00106]幾つかの実施形態では、２．４ＧＨｚの単一バンド単一無線機器の場合、非Ｃ
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ＡＰハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュール及びＷＬＡＮ　ＡＰモジュールは通
常、同じ通信チャネル上で動作する。これは、非ＣＡＰハイブリッド機器のＷＬＡＮ　Ａ
Ｐモジュールが、非ＣＡＰハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュールが動作する通
信チャネル上で動作することを求められ得ることを意味する。但し、ＷＬＡＮ　ＳＴＡモ
ジュールがＯＦＦにされた場合、ＷＬＡＮ　ＡＰモジュールは異なる通信チャネルを選択
することができる。従って、（例えば、２．４ＧＨｚのＷＬＡＮカバレージを拡張する）
幾つかの実施形態では、ＷＬＡＮ　ＡＰモジュールにとって性能がより効率的である別の
通信チャネルをＷＬＡＮ　ＡＰモジュールに選択させるために、（ＷＬＡＮ受信が良好で
ある場合でも）ＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュールがＯＦＦにされ得る。これは、非ＣＡＰハイ
ブリッド機器の接続性と範囲／容量の増大との間のトレードオフをもたらし得る。幾つか
の実施形態では、２．４ＧＨｚのＷＬＡＮカバレージが良好である場合、非ＣＡＰハイブ
リッド機器がＷＬＡＮ　ＡＰモジュールをＯＮにすることを選択できる場合、及びＷＬＡ
Ｎ　ＡＰモジュールがＣＡＰとは異なるチャネルを使用する場合、ＷＬＡＮ　ＡＰモジュ
ールをＯＮにすることで、近隣ネットワークにおけるネットワーク機器によるチャネル再
利用の可能性の低下と引き換えに、ハイブリッド通信ネットワークの容量を増大させるこ
とができる。
【０１０２】
　[00107]幾つかの実施形態では、ＣＡＰは、固定された動作帯域を有するデュアルバン
ド単一無線（ＤＢＳＲ）機器であり得る。ＤＢＳＲ機器は、２．４ＧＨｚのＷＬＡＮ通信
帯域又は５ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域のいずれかで動作することができるが、同時に動作
することはできないＷＬＡＮ機器であり得る。ＣＡＰがＤＢＳＲ機器である場合、非ＣＡ
Ｐハイブリッド機器は、非ＣＡＰハイブリッド機器がハイブリッド通信ネットワークにお
いてＤＢＳＲ　ＣＡＰを検出したときに動作の帯域を選択するために管理情報ベース（Ｍ
ＩＢ）設定を使用することができる。幾つかの実施形態では、ＭＩＢデフォルト設定は、
２．４ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域であり得る。幾つかの実施形態では、５ＧＨｚのＷＬＡ
Ｎ通信帯域が選択されることもある。上述のように、ＣＡＰが単一バンド単一無線（ＳＢ
ＳＲ）機器である場合、非ＣＡＰハイブリッド機器は、ＣＡＰと同じ通信帯域及び通信設
定（例えば、ＳＳＩＤ、セキュリティ設定など）を選択することができる。非ＣＡＰハイ
ブリッド機器が２．４ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域を選択した場合、非ＣＡＰハイブリッド
機器（例えば、構成ユニット１０６）は、非ＣＡＰハイブリッド機器の特徴を決定するた
めに上述の動作を実行することができる。そうではなく、非ＣＡＰハイブリッド機器が５
ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域を選択した場合、非ＣＡＰハイブリッド機器（例えば、構成ユ
ニット１０６）は、非ＣＡＰハイブリッド機器の特徴を決定するために後述の動作を実行
することができる。
【０１０３】
　[00108]幾つかの実施形態では、非ＣＡＰハイブリッド機器は、デュアルバンドデュア
ル同時（ＤＢＤＣ）機器であり得る。ＤＢＤＣ機器は、２．４ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域
及び５ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域において同時に動作することができるＷＬＡＮ機器であ
り得る。非ＣＡＰハイブリッド機器の第２レベル特徴は、ＣＡＰへのＷＬＡＮ接続品質、
ＣＡＰへのＰＬＣ接続品質、及び／又は２．４ＧＨｚのＷＬＡＮカバレージに応じて割り
当てられ得る。幾つかの実施形態では、ＤＢＤＣの非ＣＡＰハイブリッド機器の第２レベ
ル特徴を決定する間に、５ＧＨｚのＷＬＡＮカバレージが考慮され得る。ＣＡＰもＤＢＤ
Ｃ機器である場合、非ＣＡＰハイブリッド機器は、２つの通信帯域（例えば、２．４ＧＨ
ｚ及び５ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域）で互いに別個に動作することができ、それにより、
これらのＷＬＡＮ通信帯域のいずれにもないか、これらのうちの１つにあるか、これらの
両方にあるＷＬＡＮ　ＡＰモジュールがアクティブになり得、動作チャネルが別個に選択
され得ることに留意されたい。一方、ＣＡＰがＳＢＳＲ機器である場合、非ＣＡＰハイブ
リッド機器は、ＣＡＰと同じ通信資格情報（例えば、ＳＳＩＤ／セキュリティ）により両
方の通信帯域を構成することができる。一般に、非ＣＡＰハイブリッド機器のＷＬＡＮ　
ＳＴＡモジュールは、２．４ＧＨｚ又は５ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域（より良好な接続性
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を有する方）によりＣＡＰに接続しようと試みることができ、２．４ＧＨｚのＷＬＡＮ通
信帯域上で送信するために、２．４ＧＨｚのＷＬＡＮカバレージを改善するために、また
２．４ＧＨｚのＷＬＡＮ通信帯域が一杯になった／占有された後に５ＧＨｚのＷＬＡＮ通
信帯域上で送信するために、ＷＬＡＮ　ＡＰ機器をＯＮにすることができる。非ＣＡＰ　
ＤＢＤＣハイブリッド機器は複数の特徴を、非ＣＡＰハイブリッド機器が動作するように
構成される通信帯域ごとに１つ割り当てられ得る。幾つかの実施形態では、非ＣＡＰハイ
ブリッド機器は、同じＷＬＡＮ及びＰＬＣの入力条件の場合に、別様に構成され得る。
【０１０４】
　[00109]ＣＡＰへのＷＬＡＮ接続品質、ＣＡＰへのＰＬＣ接続品質、及び／又は５ＧＨ
ｚのＷＬＡＮカバレージに応じて、非ＣＡＰハイブリッド機器に第２レベル特徴が割り当
てられ得る。一般に、ＣＡＰへのＷＬＡＮ接続品質が十分である場合、非ＣＡＰハイブリ
ッド機器のＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュールはＯＮにされ得る。ネットワークゲートウェイ１
２４への良好なＷＬＡＮ又はＰＬＣの接続がある場合、非ＣＡＰハイブリッド機器のＷＬ
ＡＮ　ＡＰモジュールはＯＮにされ得る。通常、５ＧＨｚ帯域におけるチャネルの数は多
く、従って、チャネル再利用は、２．４ＧＨｚ帯域の場合のように懸念されるものではな
い。
【０１０５】
　[00110]上述のように、幾つかの実施形態では、構成ユニット１０６は、非ＣＡＰハイ
ブリッド機器のＷＬＡＮ　ＡＰモジュールが動作すべき好ましいチャネルを選択するため
に適切なチャネルスキャン／選択アルゴリズム（例えば、強化型自動チャネル選択（ＥＡ
ＣＳ：enhanced automatic channel selection）アルゴリズム）を使用することができる
。例えば、構成ユニット１０６は、最良の性能に関連するチャネルを選択することができ
る。ＷＬＡＮ通信帯域ごとに、ＥＡＣＳアルゴリズムは、良好な性能を有する候補チャネ
ル（例えば、閾値性能を上回る候補チャネル）のリストを示すことができ、候補チャネル
は選好／性能に基づいて順序付けられ得る。チャネル選択アルゴリズムはまた、候補リス
ト上のチャネルごとに、検出されたサービスセット識別子（ＳＳＩＤ）のリストと、検出
された基本サービスセット識別子（ＢＳＳＩＤ）のリストと、チャネルのチャネル利用と
を示すことができる。幾つかの実施形態では、構成ユニット１０６は、他のアクティブな
アクセスポイントを備えていないチャネルを選択することができる。他の実施形態では、
構成ユニット１０６は、低いＲＳＳＩに関連するアクティブなアクセスポイントを備えて
いる通信チャネルを選択することができる。幾つかの実施形態では、上述のように、非Ｃ
ＡＰハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＡＰモジュールがＯＮにされるべきであると決定され
た場合、非ＣＡＰハイブリッド機器（例えば、構成ユニット１０６）は、ＷＬＡＮ　ＡＰ
モジュールが動作すべき好ましいチャネルを選択することができる。但し、他の実施形態
では、非ＣＡＰハイブリッド機器（例えば、構成ユニット１０６）は、（例えば、好まし
いチャネルが、ＣＡＰが動作するチャネルと同じである場合に）第２の好ましいチャネル
を選択することもできる。他の実施形態では、非ＣＡＰハイブリッド機器のＷＬＡＮ　Ａ
Ｐモジュールが動作すべき１つ又は複数のチャネルを決定するために他の適切なチャネル
選択手順が実行され得る。
【０１０６】
　[00111]幾つかの実施形態では、チャネルを選択するための動作を実行するとき、非Ｃ
ＡＰハイブリッド機器（例えば、構成ユニット１０６）は、ＣＡＰによって現在使用され
ている１次チャネルにペナルティを適用することができ、ＣＡＰによって使用される２次
チャネルを使用するのを回避することができる。これは、（ＣＡＰへの干渉を回避するた
めに）ＣＡＰによって選択された１次チャネル及び２次チャネルとは異なるチャネルを構
成ユニット１０６が選択することを確実にし得る。（図５に記述した）非ＣＡＰ　ＰＣＢ
Ｐ選択動作が実行された後、非ＣＡＰハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＡＰモジュールがＯ
ＦＦにされた場合、非ＣＡＰハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュールがＯＮにさ
れた場合、及び非ＣＡＰハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュールが、ハイブリッ
ド通信ネットワークのＣＡＰではないアクセスポイントに接続され、そのアクセスポイン
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トに関連付けられる場合、非ＣＡＰハイブリッド機器は、モードＢで動作していると見な
される。そうではない場合、非ＣＡＰハイブリッド機器は、モードＡで動作していると見
なされる。以下で更に説明するように、監視ユニット１０８は、非ＣＡＰハイブリッド機
器がモードＡで動作しているか、又はモードＢで動作しているかに応じて、異なる監視動
作を実行することができる。
【０１０７】
　[00112]図２～図５において上述したＣＡＰ　ＢＣＰ選択動作及び非ＣＡＰ　ＰＢＣＰ
選択動作が実行され、ハイブリッド機器の特徴が決定された後、監視ユニット１０８は、
以下で更に説明する監視手順を実行することができる。監視ユニット１０８は、ハイブリ
ッド機器１０２の特徴と構成とに影響を与え得る変化を検出するためにハイブリッド通信
ネットワーク１００と機器ステータスとを（例えば、継続的に、周期的間隔で、など）監
視することができる。例えば、ユーザがハイブリッド通信ネットワーク１００におけるネ
ットワーク機器の電源を切ること、又はネットワーク機器を動かすこと、無線状態が変化
すること、ＰＬＣ接続品質が変化すること、ＷＬＡＮ接続品質が変化すること、などがあ
る。別の例として、ハイブリッド機器１０２のイーサネットケーブルが接続されること、
又は以前接続されたイーサネットケーブルの接続が断たれることがある。別の例として、
ハイブリッド通信ネットワーク１００の既存のＣＡＰが到達不可能であること、又は変化
することがある。監視ユニット１０８がハイブリッド通信ネットワーク１００における変
化を検出した場合、監視ユニット１０８は構成ユニット１０６に、ハイブリッド通信ネッ
トワークにおける変化がハイブリッド機器１０２の特徴の変化に１００をもたらしている
かどうかを決定するためにハイブリッド機器１０２の特徴を決定するための動作を再実行
させることができる。例えば、ハイブリッド機器１０２の特徴を決定するための動作は、
ハイブリッド通信ネットワーク１００に新しいＣＡＰがあるかどうか、ハイブリッド機器
１０２のＷＬＡＮ　ＡＰ及びＳＴＡモジュールの構成が変更されるべきかどうか、などを
決定するために再実行され得る。但し、監視ユニット１０８は、ハイブリッド機器１０２
の特徴を決定するための動作があまり頻繁に再実行されないように構成され得、それによ
り、ハイブリッド機器１０２の特徴が２つ以上の値の間で行ったり来たりしないようにす
ることができる。安定性とネットワーク性能に影響を与え得る変更への合理的な反応時間
とを実現するために、時間領域における組み込まれたヒステリシス及び性能測定（例えば
、ＰＬＣデータレート、ＷＬＡＮデータレートなど）の分析が使用され得る。
【０１０８】
　[00113]上述のように、非ＣＡＰハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＡＰモジュールがＯＦ
Ｆにされた場合、非ＣＡＰハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュールがＯＮにされ
た場合、及び非ＣＡＰハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュールが、ハイブリッド
通信ネットワークのＣＡＰではないアクセスポイントに接続され、そのアクセスポイント
に関連付けられる場合、非ＣＡＰハイブリッド機器は、モードＢで構成されると見なされ
る。そうではない場合、非ＣＡＰハイブリッド機器は、モードＡで構成されると見なされ
る。幾つかの実施形態では、ハイブリッド機器がモードＡで構成される場合、ハイブリッ
ド機器（例えば、監視ユニット１０８）は、周期的に（例えば、ＴＣＡ＿ｐｅｒｉｏｄｉ
ｃ＿ｔｉｍｅｒ秒ごとに）及び周期的時間間隔内（例えば、ＴＣＡ＿ｐｅｒｉｏｄｉｃ＿
ｔｉｍｅｒによって示された時間間隔内）に少なくとも１回（例えば、ランダムに選択さ
れた、又は所定の時刻に）監視手順を実行することができる。一方、ハイブリッド機器が
モードＢで構成される場合、ハイブリッド機器（例えば、監視ユニット１０８）は、ＷＬ
ＡＮ接続の性能／品質がハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュールと（ＣＡＰでは
ない）関連アクセスポイントとの間で測定され得ることを除いて、説明したような監視手
順を実行することができる。
【０１０９】
　[00114]図１～図５、及び本明細書で説明する動作は、実施形態の理解を助けることが
意図された例であり、実施形態を限定するために、又は特許請求の範囲を限定するために
使用されるべきではないことを理解されたい。実施形態は、追加の動作と、より少ない動
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作と、異なる順序の動作と、並列の動作と、幾つかの動作とを別様に実行することができ
る。例えば、非ＣＡＰハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＡＰモジュールがＯＦＦにされるべ
きであることを要求するＣＡＰからのコマンド／メッセージを非ＣＡＰハイブリッド機器
が受信した場合、非ＣＡＰハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＡＰモジュールは、ＣＡＰが動
作中で、ＷＬＡＮ　ＡＰモジュールがＯＮにされてよいことを示すブロードキャストメッ
セージをＷＬＡＮ　ＡＰモジュールが受信するまで、送信／受信を停止し得る。ＣＡＰが
動作中であることを示すブロードキャストメッセージを受信した後、非ＣＡＰハイブリッ
ド機器は、ランダムな時間期間にわたって待ち、次いで、本明細書で図５において述べた
非ＣＡＰ　ＰＢＣＰ選択動作の実行を再開することができる。
【０１１０】
　[00115]幾つかの実施形態では、好ましい性能を有する通信チャネルが、所定のパラメ
ータの最良の値を有する通信チャネルとして選択され得る。例えば、他のアクティブなア
クセスポイントを備えていない通信チャネルが選択され得る。別の例として、低いＲＳＳ
Ｉに関連するアクティブなアクセスポイントを備えている通信チャネルが選択され得る。
他の実施形態では、好ましい性能を有する通信チャネルが、複数のパラメータの組合せに
基づいて選択され得る。
【０１１１】
　[00116]例は、ＣＡＰへのＷＬＡＮ接続品質、ＣＡＰへのＰＬＣ接続品質、２．４ＧＨ
ｚ（及び／又は５ＧＨｚ）のＷＬＡＮカバレージに基づいて非ＣＡＰハイブリッド機器の
特徴を決定することに言及するが、実施形態はそのように限定されない。他の実施形態で
は、上述の入力に加えて、非ＣＡＰハイブリッド機器の特徴を決定するための動作は、非
ＣＡＰハイブリッド機器が端末機器に接続されるかどうかを考慮することもできる。例え
ば、非ＣＡＰハイブリッド機器によって生成された（又は中継された）データを消費する
ことになる端末機器（例えば、イーサネット機器）に非ＣＡＰハイブリッド機器が接続さ
れる場合、非ＣＡＰハイブリッド機器は、ＷＬＡＮカバレージを改善することよりも、余
分な上流リンクを確立することを選択し得る。
【０１１２】
　[00117]幾つかの実施形態では、ハイブリッド通信ネットワークに複数のアクセスポイ
ントがある場合、構成ユニット１０６は、アクセスポイントが動作すべき通信チャネル及
び／又は通信帯域を決定することができる。例えば、２つのアクセスポイントが互いに遠
く離れている（例えば、少なくとも閾値距離だけ分離されている）場合、アクセスポイン
トは、同じ通信チャネルを再利用すること、又は（可能な場合に）異なるチャネルを使用
することがある。別の例として、２つのアクセスポイントが互いに近い場合、アクセスポ
イントは異なるチャネルを使用し得る。別の例として、２つのアクセスポイントが互いに
かなり近い（例えば、数フィートによって分離されている）場合、アクセスポイントは、
異なる通信帯域上で送信し得る（例えば、アクセスポイントのうちの１つが２．４ＧＨｚ
の通信帯域を使用し得るのに対し、他方のアクセスポイントは５ＧＨｚの通信帯域を使用
し得る）。
【０１１３】
　[00118]幾つかの実施形態では、ハイブリッド機器１０２は、ハイブリッド機器１０２
の様々なステータスを示すための１つ又は複数のインジケータ（例えば、ＬＥＤインジケ
ータ）を実装することができる。幾つかの実施形態では、ハイブリッド機器１０２は、電
力／ステータス／セキュリティＬＥＤ、イーサネットポートステータスＬＥＤ、ＷＬＡＮ
ポートステータスＬＥＤ、ＰＬＣポートステータスＬＥＤなどを備えることができる。例
えば、電力／ステータス／セキュリティＬＥＤは２色ＬＥＤ（例えば、緑色及び赤色ＬＥ
Ｄ）であり得る。電力／ステータス／セキュリティＬＥＤは、機器起動中又はＷＬＡＮも
しくはＰＬＣ接続動作（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐｒｏｔｅｃｔｅｄ　Ｓｅｔｕｐ（ＷＰＳ
）／ＰＬＣ単純接続動作）が実行されているときに緑色を明滅させることができる。電力
／ステータス／セキュリティＬＥＤは、起動障害がある場合に赤一色であり得る。電力／
ステータス／セキュリティＬＥＤは、機器が電源投入されていない場合にＯＦＦであり得
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る。別の例として、イーサネットポートステータスＬＥＤは緑色ＬＥＤであり得、イーサ
ネット通信リンクが確立されたときに緑一色を表示することができ、イーサネットがアク
ティブである場合に緑色を明滅させることができ、イーサネット通信リンクが確立されて
いない場合にＯＦＦであり得る。別の例として、ＷＬＡＮポートステータスＬＥＤは、Ｗ
ＬＡＮ通信リンクが確立されたときに緑一色を表示することができ、ＷＬＡＮがアクティ
ブである場合に緑色を明滅させることができ、ＷＬＡＮ通信リンクが確立されていない場
合にＯＦＦであり得る緑色ＬＥＤであり得る。別の例として、ＰＬＣポートステータスＬ
ＥＤは２色（例えば、緑色及び黄色）ＬＥＤであり得る。ＰＬＣポートステータスＬＥＤ
は、ＰＬＣリンクが確立され、ＰＬＣリンクの品質が品質閾値よりも高い場合に緑一色で
あり得る。ＰＬＣポートステータスＬＥＤは、ＰＬＣリンクがアクティブである場合に緑
色を明滅させることができる。ＰＬＣポートステータスＬＥＤは、ＰＬＣリンクが確立さ
れ、ＰＬＣリンクの品質が品質閾値よりも低い場合に黄一色であり得る。ＰＬＣポートス
テータスＬＥＤは、ＰＬＣリンクが確立されていない場合にＯＦＦであり得る。幾つかの
実施形態では、ハイブリッド機器は２つのＬＥＤセット、即ち、ハイブリッド機器のＷＬ
ＡＮ　ＳＴＡモジュールのステータスを示す１つのセットと、ハイブリッド機器のＷＬＡ
Ｎ　ＡＰモジュールのステータスを示す別のセットとを備えることができる。例えば、Ｗ
ＬＡＮ　ＳＴＡモジュール及びＷＬＡＮ　ＡＰモジュールがＯＦＦにされた場合、電力／
ステータス／セキュリティＬＥＤは、赤色を明滅させるように構成され得る。
【０１１４】
　[00119]幾つかの実施形態では、非ＣＡＰハイブリッド機器のＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュ
ールは、必ずしもＣＡＰと結び付くとは限らない。他の実施形態では（例えば、非ＣＡＰ
アクセスポイントがＣＡＰよりも良好な性能をもたらす場合）、非ＣＡＰハイブリッド機
器のＷＬＡＮ　ＳＴＡモジュールは、最良の性能をもたらす非ＣＡＰアクセスポイントと
結び付くことができる。幾つかの実施形態では、ハイブリッド通信ネットワークにおける
全てのアクセスポイントは、それらのそれぞれの最大送信電力で送信することができ、各
ハイブリッド機器は、ハイブリッド機器の１つ又は複数のネットワークインターフェース
を構成するために上述の構成動作を実行することができる。一方、他の実施形態では、ハ
イブリッド通信ネットワークは、通信ネットワーク全体での大域的最適化を実行し、（最
適な性能のために）ハイブリッド通信ネットワークにおける各ハイブリッド機器の各ネッ
トワークインターフェースを構成する方法を決定し、更にハイブリッド通信ネットワーク
における各アクセスポイントのための電力制御を実行する集中ネットワーク機器を備える
ことができる。幾つかの実施形態では、ハイブリッド機器は、２．４ＧＨｚ帯域、５ＧＨ
ｚ帯域、又は両方の通信帯域上での通信をサポートすることができる。ハイブリッド機器
は、ハイブリッド機器が現在動作している通信帯域に関係なく通信帯域能力をブロードキ
ャストするように構成され得る。例えば、ハイブリッド機器は、ハイブリッド機器が２．
４ＧＨｚ帯域上でのみ送信している場合でも、それが２．４ＧＨｚ帯域及び５ＧＨｚ帯域
上での通信をサポートすることを示す通知を送信することができる。
【０１１５】
　[00120]図１～図５は、ハイブリッド機器のＷＬＡＮインターフェースを構成するため
の動作を記述しているが、実施形態はそのように限定されない。他の実施形態では、本明
細書で説明する動作は、他の適切なタイプの通信プロトコル及び技術を実装するネットワ
ークインターフェース（例えば、ＰＬＣインターフェース）を構成するために実行され得
る。図は、ハイブリッド機器間（例えば、ハイブリッド機器１０２とＣＡＰとの間）のＰ
ＬＣリンクを確立すること、ＣＡＰへのＰＬＣ接続品質に少なくとも部分的に基づいてハ
イブリッド機器を構成することなどを行うための例示的な動作を記述しているが、実施形
態はそのように限定されない。他の実施形態では、ＣＡＰとハイブリッド機器１０２の別
の適切なネットワークインターフェースとの間の通信リンクが確立され得る（例えば、Ｗ
ＬＡＮ、イーサネット、ＭｏＣＡなど）。更に、ハイブリッド機器１０２を構成する方法
を決定するために、ＣＡＰへの他の適切な通信リンクの品質が使用され得る。例えば、ハ
イブリッド機器１０２の構成は、ＷＬＡＮ接続品質、ＷＬＡＮカバレージ、ＣＡＰへのイ
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ーサネット接続の速度、ＣＡＰへのＭｏＣＡ接続の品質／速度、及び／又はＣＡＰへの他
のワイヤード若しくはワイヤレス通信リンクの品質／速度に基づいて決定され得る。
【０１１６】
　[00121]幾つかの例は、イーサネットを介してネットワークゲートウェイ１２４に直接
接続されるネットワーク機器としてＣＡＰを記述しているが、実施形態はそのように限定
されない。他の実施形態では、ＣＡＰとして指定されるネットワーク機器は、別の適切な
通信プロトコル（例えば、ＰＬＣ、ＭｏＣＡなど）を介してネットワークゲートウェイ１
２４に接続することができる。更に、幾つかの例は、ネットワークゲートウェイ１２４と
は別個のものとしてＣＡＰを記述しているが、実施形態はそのように限定されない。幾つ
かの実施形態では、ＣＡＰの機能はネットワークゲートウェイ１２４内に統合され得る。
ネットワークゲートウェイ１２４（及び結果的にＣＡＰ）は、ロングタームエボリューシ
ョン（ＬＴＥ）通信プロトコル、デジタル加入者回線通信プロトコル（ｘＤＳＬ）などの
ような、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）に通信可能に接続するための任意の適切な
ワイヤード又はワイヤレスバックホールを有することができる。幾つかの実施形態では、
ネットワーク機器がＬＴＥ及び／又はｘＤＳＬなどの通信技術を介してＷＡＮに結合され
ると決定したことに応答して、ＣＡＰとしてネットワーク機器（例えば、ＣＡＰ機能が統
合されたネットワークゲートウェイ１２４）が選択され得る。更に、幾つかの実施形態で
は、ＣＡＰは動的に選択されないことがある。代わりに、ネットワークゲートウェイとし
て構成されることと、ＬＴＥ及び／又はｘＤＳＬなどの）ＷＡＮベースの通信技術を実装
することとに少なくとも部分的に基づいて、ネットワークのＣＡＰとしてネットワーク機
器が事前構成され得る。
【０１１７】
　[00122]当業者によって諒解されるように、本発明の主題の態様は、システム、方法、
又はコンピュータプログラム製品として具現化され得る。従って、本発明の主題の態様は
、完全にハードウェアの実施形態、ソフトウェアの実施形態（ファームウェア、常駐ソフ
トウェア、マイクロコードなどを含む）、又はソフトウェアとハードウェアの態様を組み
合わせた実施形態の形をとってよく、それらは全て、本明細書では一般的に「回路」、「
モジュール」、又は「システム」と呼ばれ得る。更に、本発明の主題の態様は、コンピュ
ータ可読プログラムコードを組み入れた１つ又は複数のコンピュータ可読媒体で具現化さ
れるコンピュータプログラム製品の形をとり得る。
【０１１８】
　[00123]１つ又は複数のコンピュータ可読媒体の任意の組合せが利用され得る。コンピ
ュータ可読媒体は、コンピュータ可読信号媒体又はコンピュータ可読記憶媒体であり得る
。コンピュータ可読記憶媒体は、例えば、限定はしないが、電子的、磁気的、光学式、電
磁的、赤外線式、又は半導体式のシステム、装置、又は機器でもよく、以上の任意の適切
な組合せでもよい。コンピュータ可読記憶媒体のより具体的な例（非網羅的リスト）は、
１つ又は複数の配線を有する電気的な接続、携帯型のコンピュータディスケット、ハード
ディスク、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、消去可能
プログラム可能読取り専用メモリ（ＥＰＲＯＭ、又はフラッシュメモリ）、光ファイバ、
携帯型コンパクトディスク読取り専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、光学式記憶機器、磁気記
憶機器、あるいは以上の任意の適切な組合せを含む。本明細書の内容では、コンピュータ
可読記憶媒体は、命令実行のシステム、装置、もしくは機器によって使用するための、又
はそれらに関連して使用するための、プログラムを収容又は記憶できる、任意の有形の媒
体でよい。
【０１１９】
　[00124]コンピュータ可読信号媒体は、コンピュータ可読プログラムコードが組み入れ
られた伝搬されるデータ信号を、例えばベースバンド内に、又は搬送波の一部として含み
得る。そのような伝搬される信号は、限定はしないが、電磁的、光学式、又はそれらの任
意の適切な組合せを含む、様々な形のいずれかをとることができる。コンピュータ可読信
号媒体は、コンピュータ可読記憶媒体ではない、及び命令実行のシステム、装置、もしく
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は機器によって使用するための、又はそれらに関連して使用するための、プログラムを通
信、伝搬、又は伝送できる、任意のコンピュータ可読媒体でよい。
【０１２０】
　[00125]コンピュータ可読媒体に組み入れられたプログラムコードは、限定はしないが
、ワイヤレス、ワイヤライン、光ファイバケーブル、ＲＦなど、又は以上の任意の適切な
組合せを含む、任意の適切な媒体を使用して送信され得る。
【０１２１】
　[00126]本発明の主題の態様の動作を実行するためのコンピュータプログラムコードは
、Ｊａｖａ（登録商標）、Ｓｍａｌｌｔａｌｋ、Ｃ＋＋などのようなオブジェクト指向プ
ログラム言語、及び「Ｃ」プログラミング言語又は同様のプログラミング言語などの従来
の手続き型プログラム言語を含む、１つ又は複数のプログラミング言語の任意の組合せで
記述され得る。プログラムコードは、全体的にユーザのコンピュータ上で、部分的にユー
ザのコンピュータ上で、スタンドアロン型ソフトウェアパッケージとして、部分的にユー
ザのコンピュータ上及び部分的に遠隔のコンピュータ上で、あるいは全体的に遠隔のコン
ピュータ又はサーバ上で、実行することができる。後半のシナリオの場合、遠隔のコンピ
ュータは、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）又はワイドエリアネットワーク（ＷＡ
Ｎ）を含む、任意のタイプのネットワークを介してユーザのコンピュータに接続されても
よく、あるいは外部のコンピュータに（例えば、インターネットサービスプロバイダを使
用するインターネットを介して）接続が行われてもよい。
【０１２２】
　[00127]本発明の主題の実施形態による、方法、装置（システム）、及びコンピュータ
プログラム製品の流れ図及び／又はブロック図を参照して、本発明の主題の態様が説明さ
れる。流れ図及び／又はブロック図の各ブロック、ならびに流れ図及び／又はブロック図
のブロックの組合せが、コンピュータプログラム命令によって実施され得ることが理解さ
れよう。これらのコンピュータプログラム命令は、汎用コンピュータ、専用コンピュータ
、又はマシンを形成する他のプログラム可能データ処理装置のプロセッサに提供されてよ
く、それによって、コンピュータ又は他のプログラム可能データ処理装置のプロセッサを
介して実行する命令は、流れ図及び／又はブロック図の１つ又は複数のブロックで指定さ
れた機能／動作を実施するための手段を生成する。
【０１２３】
　[00128]これらのコンピュータプログラム命令はまた、コンピュータ、他のプログラム
可能データ処理装置、又は他の機器に特定の方法で機能するよう指示できるコンピュータ
可読媒体に記憶されてよく、それによって、コンピュータ可読媒体に記憶された命令が、
流れ図及び／又はブロック図の１つ又は複数のブロックで指定された機能／動作を実施す
る命令を含む製造品を形成する。
【０１２４】
　[00129]コンピュータプログラム命令はまた、コンピュータ又は他のプログラム可能装
置上で実行される命令が、流れ図及び／又はブロック図の１つ又は複数のブロックで指定
された機能／動作を実施するためのプロセスを提供するようなコンピュータ実装プロセス
を形成するために、コンピュータ、他のプログラム可能装置、又は他の機器上で一連の動
作ステップを実行させるように、コンピュータ、他のプログラム可能データ処理装置、又
は他の機器にロードされ得る。
【０１２５】
　[00130]図６は、電子機器６００の自動構成のための機構を含む電子機器６００の一実
施形態のブロック図である。幾つかの実施形態では、電子機器６００は、ラップトップコ
ンピュータ、タブレットコンピュータ、ネットブック、モバイルフォン、スマートアプラ
イアンス、ゲームコンソール、デスクトップコンピュータ、又は通信能力を備える他の適
切な電子機器であり得る。幾つかの実施形態では、電子機器６００は、複数のネットワー
クインターフェース６０４を備えるハイブリッド機器であり得、ネットワークインターフ
ェース６０４の各々は、電子機器６００を様々な通信ネットワークセグメント（又はアク
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セス技術）に結合する。電子機器６００は、（複数のプロセッサ、複数のコア、複数のノ
ードを含む場合、及び／又はマルチスレッドを実装する場合などもある）プロセッサユニ
ット６０２を含む。電子機器６００はメモリユニット６０６を含む。メモリユニット６０
６は、システムメモリ（例えば、キャッシュ、ＳＲＡＭ、ＤＲＡＭ、ゼロキャパシタＲＡ
Ｍ、ツイントランジスタＲＡＭ、ｅＤＲＡＭ、ＥＤＯ　ＲＡＭ、ＤＤＲ　ＲＡＭ、ＥＥＰ
ＲＯＭ（登録商標）、ＮＲＡＭ、ＲＲＡＭ（登録商標）、ＳＯＮＯＳ、ＰＲＡＭなどのう
ちの１つ以上）、又は、コンピュータ可読記憶媒体のすでに上述した可能な実現形態のう
ちの任意の１つ以上であり得る。電子機器６００はまた、バス６１０（例えば、ＰＣＩ、
ＩＳＡ、ＰＣＩエクスプレス、ＨｙｐｅｒＴｒａｎｓｐｏｒｔ（登録商標）、Ｉｎｆｉｎ
ｉＢａｎｄ（登録商標）、ＮｕＢｕｓ、ＡＨＢ、ＡＸＩなど）と、ワイヤレスネットワー
クインターフェース（例えば、ＷＬＡＮインターフェース、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商
標）インターフェース、ＷｉＭＡＸインターフェース、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）インタ
ーフェース、ワイヤレスＵＳＢインターフェースなど）及びワイヤードネットワークイン
ターフェース（例えば、電力線通信インターフェース、イーサネットインターフェースな
ど）のうちの少なくとも１つを含むネットワークインターフェース６０４とを含む。
【０１２６】
　[00131]電子機器６００は通信ユニット６０８も含む。通信ユニット６０８は、構成ユ
ニット６１２と監視ユニット６１４とを備える。構成ユニット６１２は、電子機器６００
の特徴、動作帯域、動作チャネル、送信電力、及び／又は動作状態とを決定するために、
図１～図５を参照しながら上述した機能を実行することができる。構成ユニット６１２は
、電子機器６００のＷＬＡＮモジュールが中央アクセスポイントであるかどうかを決定す
ることができる。中央アクセスポイントではない場合、構成ユニット６１２は、電子機器
６００のＷＬＡＮ　ＡＰモジュール及び／又はＷＬＡＮ　Ａ　ＳＴＡモジュールをＯＮに
すべきか、又はＯＦＦにすべきかを決定することができる。監視ユニット６１４は、電子
機器６００の特徴を決定するための動作を再実行すべきかどうかを決定するために上述の
動作を実行することができる。これらの機能のうちのいずれか１つは、ハードウェアにお
いて、及び／又はプロセッサユニット６０２上で、部分的に（又は、完全に）実装され得
る。例えば、その機能は、特定用途向け集積回路により、プロセッサユニット６０２に実
装されたロジックにおいて、周辺機器又はカード上のコプロセッサなどにおいて実装され
得る。更に、実現形態は、図６に示されていない、より少数又は追加の構成要素（例えば
、ビデオカード、オーディオカード、追加のネットワークインターフェース、周辺機器な
ど）を含む場合がある。例えば、通信ユニット６０８は、バス６１０に結合されたプロセ
ッサユニット６０２とは別個である１つ又は複数の追加のプロセッサを備え得る。プロセ
ッサユニット６０２、メモリユニット６０６、及びネットワークインターフェース６０４
は、バス６１０に結合される。メモリユニット６０６は、バス６１０に結合されるように
示されているが、プロセッサユニット６０２に結合される場合がある。
【０１２７】
　[00132]様々な実装形態及び活用を参照して実施形態が説明されたが、これらの実施形
態は例示であり、本発明の主題の範囲はそれらに限定されないということが理解されよう
。概して、本明細書で説明した、ハイブリッド機器の自動構成のための技法は、任意の１
つ又は複数のハードウェアシステムと一致する設備を用いて実装され得る。多くの変形、
修正、追加、及び改善が可能である。
【０１２８】
　［00133]単一の事例として本明細書で説明する構成要素、動作、又は構造に複数の事例
が提供され得る。最後に、様々な構成要素、動作、データストアの間の境界は、ある程度
任意であり、特定の動作が特有の例示的な構成に照らして示される。機能の他の割振りも
想定され、本発明の主題の範囲内に入り得る。一般に、例示的な構成において別個の構成
要素として提示された構造及び機能は、結合された構造又は構成要素として実装され得る
。同様に、単一の構成要素として提示された構造及び機能は、別個の構成要素として実装
され得る。これら及び他の変形、修正、追加、及び改善は、本発明の主題の範囲内に入り
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得る。
　以下に本件出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［１］　第１のネットワーク機器が通信ネットワークの中央アクセスポイントであるか
どうかを決定することと、ここにおいて、前記中央アクセスポイントが第１の通信インタ
ーフェースを介して前記通信ネットワークのゲートウェイに結合され、少なくとも第２の
通信インターフェースを介して第２のネットワーク機器に結合され、前記第１のネットワ
ーク機器が前記中央アクセスポイントであると決定したことに応答して、前記中央アクセ
スポイントとして構成された前記第１のネットワーク機器についての動作パラメータを決
定することと、前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントではないと決定
したことに応答して、前記第１のネットワーク機器における通信リンク性能測定に少なく
とも部分的に基づいて、前記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定することとを
備える方法。
　［２］　前記第１の通信インターフェースは、前記第２の通信インターフェースと同じ
である、［１］に記載の方法。
　［３］　前記第１の通信インターフェースは、前記第２の通信インターフェースとは異
なる、［１］に記載の方法。
　［４］　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントであるかどうかを前
記決定することは、前記第１のネットワーク機器の所定のワイヤードインターフェースが
１つの通信ホップにより前記ゲートウェイに結合されると決定したことに応答して、前記
第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントであると決定することを備える、［
１］に記載の方法。
　［５］　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントであるかどうかを前
記決定することは、前記第１のネットワーク機器のイーサネット（登録商標）インターフ
ェースが１つの通信ホップにより前記ゲートウェイに結合されると決定したことに応答し
て、前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントであると決定することを備
える、［１］に記載の方法。
　［６］　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントであるかどうかを前
記決定することは、前記第１のネットワーク機器のイーサネットインターフェースが２つ
以上の通信ホップにより前記ゲートウェイに結合されると決定したことに応答して、前記
第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントではないと決定することを備える、
［１］に記載の方法。
　［７］　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントであるかどうかを前
記決定することは、前記第１のネットワーク機器のイーサネットインターフェースがイー
サネット通信媒体を介して前記通信ネットワークの前記ゲートウェイに結合されるかどう
かを決定することを備える、［１］に記載の方法。
　［８］　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントであるかどうかを前
記決定することは、前記第１のネットワーク機器が前記第１の通信インターフェースを介
して前記ゲートウェイに結合されると決定したことに応答して、ワイドエリアネットワー
クが前記第１のネットワーク機器の前記第１の通信インターフェースからアクセス可能で
あるかどうかを決定することと、前記ワイドエリアネットワークが前記第１のネットワー
ク機器の前記第１の通信インターフェースからアクセス可能であると決定したことに応答
して、前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントであると決定することと
を備える、［１］に記載の方法。
　［９］　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントであるかどうかを前
記決定することは、前記第１のネットワーク機器が前記第１の通信インターフェースを介
して前記ゲートウェイに結合されると決定したことに応答して、動的ホスト構成プロトコ
ル（ＤＨＣＰ）サーバが前記第１のネットワーク機器の前記第１の通信インターフェース
からアクセス可能であるかどうかを決定することと、前記ＤＨＣＰサーバが前記第１のネ
ットワーク機器の前記第１の通信インターフェースからアクセス可能であると決定したこ
とに応答して、前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントであると決定す
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ることとを備える、［１］に記載の方法。
　［１０］　前記第１のネットワーク機器は、前記第１のネットワーク機器を対応する複
数の通信媒体に結合する複数のネットワークインターフェースを備える、［１］に記載の
方法。
　［１１］　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントであるかどうかを
前記決定することは、前記第１のネットワーク機器が前記第１の通信インターフェースを
介して１つの通信ホップにより前記ゲートウェイに結合されると決定したことに応答して
、前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントであると決定することを備え
る、［１］に記載の方法。
　［１２］　前記動作パラメータは、動作通信帯域、動作通信チャネル、前記第１のネッ
トワーク機器のネットワークインターフェースを使用可能にすべきか、又は使用不可にす
べきか、及び送信電力のうちの少なくとも１つを備える、［１］に記載の方法。
　［１３］　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントであると決定した
ことと、前記通信ネットワークがレガシーアクセスポイントを備えていると決定したこと
とに応答して、前記中央アクセスポイントとして構成された前記第１のネットワーク機器
についての前記動作パラメータを前記決定することは、前記中央アクセスポイントの前記
動作パラメータを、前記レガシーアクセスポイントの対応する動作パラメータに従って構
成することを備える、［１］に記載の方法。
　［１４］　前記第１のネットワーク機器は、前記第１のネットワーク機器が前記通信ネ
ットワークの前記中央アクセスポイントであるかどうかを決定するように構成され、前記
レガシーアクセスポイントは、前記レガシーアクセスポイントが前記通信ネットワークの
前記中央アクセスポイントであるかどうかを決定するように構成されない、［１３］に記
載の方法。
　［１５］　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントであると決定した
ことに応答して、前記中央アクセスポイントとして構成された前記第１のネットワーク機
器についての前記動作パラメータを前記決定することは、前記第１のネットワーク機器が
動作するように構成される動作通信帯域を識別することと、前記動作通信帯域内の好まし
い動作通信チャネルを選択することと、前記動作通信帯域内の前記好ましい動作通信チャ
ネル上で通信を送信するように前記第１のネットワーク機器を構成することとを備える、
［１］に記載の方法。
　［１６］　前記好ましい動作通信チャネル上で前記中央アクセスポイントから情報を送
信するための送信電力レベルを選択することを更に備える、［１５］に記載の方法。
　［１７］　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントではないと決定し
たことに応答して、前記方法は、前記通信ネットワークの前記中央アクセスポイントを識
別する指示を前記第１のネットワーク機器が受信したかどうかを決定することと、前記中
央アクセスポイントの前記指示を前記第１のネットワーク機器が受信していないと決定し
たことに応答して、前記中央アクセスポイントを識別して前記中央アクセスポイントの通
信資格情報を決定するためのメッセージを前記通信ネットワークにおいてブロードキャス
トすることとを更に備える、［１］に記載の方法。
　［１８］　前記中央アクセスポイントの前記指示を前記第１のネットワーク機器が受信
したと決定したことに応答して、前記方法は、前記中央アクセスポイントに関連する前記
通信資格情報に少なくとも部分的に基づいて、前記第１のネットワーク機器と前記中央ア
クセスポイントとの間の通信リンクを確立することと、前記第１のネットワーク機器と前
記中央アクセスポイントとの間の前記通信リンクを確立した後に前記第１のネットワーク
機器を構成する方法を決定することとを備える、［１７］に記載の方法。
　［１９］　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントではないと決定し
たことに応答して、前記第１のネットワーク機器を構成する方法を前記決定することは、
前記第１のネットワーク機器と前記中央アクセスポイントとの間のワイヤレス通信リンク
の品質、前記第１のネットワーク機器と前記中央アクセスポイントとの間の電力線通信（
ＰＬＣ）リンクの品質、及び前記第１のネットワーク機器におけるワイヤレスカバレージ
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の品質に少なくとも部分的に基づく、［１］に記載の方法。
　［２０］　前記第１のネットワーク機器と前記中央アクセスポイントとの間の前記ワイ
ヤレス通信リンクの前記品質は、前記第１のネットワーク機器のワイヤレスネットワーク
インターフェースにおいて前記中央アクセスポイントから受信されたワイヤレス信号の信
号強度であり、前記第１のネットワーク機器と前記中央アクセスポイントとの間の前記電
力線通信リンクの前記品質は、前記第１のネットワーク機器の電力線ネットワークインタ
ーフェースにおいて前記中央アクセスポイントから受信された電力線信号の信号強度であ
る、［１９］に記載の方法。
　［２１］　前記第１のネットワーク機器におけるワイヤレスカバレージの前記品質は、
前記通信ネットワークの複数のアクセスポイントの対応する各々からの前記第１のネット
ワーク機器のワイヤレスネットワークインターフェースにおいて測定された複数の信号強
度値のうちの最大値であり、ここにおいて、前記複数のアクセスポイントが前記中央アク
セスポイントを備えている、［１９］に記載の方法。
　［２２］　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントではないと決定し
たことに応答して、前記第１のネットワーク機器を構成する方法を前記決定することは、
前記第１のネットワーク機器のアクセスポイントモジュールを使用可能にすべきか、又は
使用不可にすべきかを決定すること、及び　前記第１のネットワーク機器のクライアント
ステーションモジュールを使用可能にすべきか、又は使用不可にすべきかを決定すること
のうちの少なくとも１つを備える、［１９］に記載の方法。
　［２３］　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントではないと決定し
たことに応答して、前記第１のネットワーク機器を構成する方法を前記決定することは、
前記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定するために、前記第１のネットワーク
機器と前記中央アクセスポイントとの間の前記ワイヤレス通信リンクの前記品質と、前記
第１のネットワーク機器と前記中央アクセスポイントとの間の前記ＰＬＣリンクの前記品
質と、前記第１のネットワーク機器と前記中央アクセスポイントとの間の通信ホップの数
と、前記第１のネットワーク機器におけるワイヤレスカバレージの前記品質とを分析する
ことを備える、［１９］に記載の方法。
　［２４］　前記第１のネットワーク機器を構成する方法を前記決定することは、前記第
１のネットワーク機器のアクセスポイントモジュールをアクティブ化することと、前記第
１のネットワーク機器のクライアントステーションモジュールを使用不可にすることとに
よって、アクセスポイントとして前記第１のネットワーク機器を構成すべきか、前記第１
のネットワーク機器が前記通信ネットワークにおけるアクセスポイントと結び付くことが
できるように、前記第１のネットワーク機器の前記アクセスポイントモジュールを使用不
可にすることと、前記第１のネットワーク機器の前記クライアントステーションモジュー
ルをアクティブ化することとによって、シンク機器として前記第１のネットワーク機器を
構成すべきか、前記第１のネットワーク機器の前記アクセスポイントモジュールと前記ク
ライアントステーションモジュールの両方をアクティブ化することによって、中継機器と
して前記第１のネットワーク機器を構成すべきか、又は　前記第１のネットワーク機器の
前記アクセスポイントモジュールと前記クライアントステーションモジュールの両方を使
用不可にすることによって、前記第１のネットワーク機器のワイヤレス機能を使用不可に
すべきかを決定することを備える、［２３］に記載の方法。
　［２５］　アクセスポイントとして前記第１のネットワーク機器を構成すべきであると
決定したことに応答して、前記方法は、前記中央アクセスポイント及び前記第１のネット
ワーク機器の前記アクセスポイントモジュールが共通の通信チャネル上で動作するように
構成されると決定することと、前記中央アクセスポイント及び前記第１のネットワーク機
器の前記アクセスポイントモジュールが共通の通信チャネル上で動作するように構成され
ると前記決定したことに応答して、中継機器として前記第１のネットワーク機器を構成す
べきかどうかを決定することと、中継機器として前記第１のネットワーク機器を構成すべ
きであると決定したことに応答して、前記第１のネットワーク機器の前記クライアントス
テーションモジュールと前記第１のネットワーク機器の前記アクセスポイントモジュール
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とをアクティブ化することによって、中継機器として前記第１のネットワーク機器を構成
することとを更に備える、［２４］に記載の方法。
　［２６］　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントではないと決定し
たことに応答して、前記方法は、前記中央アクセスポイントの前記動作パラメータ及び前
記第１のネットワーク機器の構成に少なくとも部分的に基づいて、前記第１のネットワー
ク機器についての前記動作パラメータを決定することを更に備える、［１］に記載の方法
。
　［２７］　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントであるかどうかを
前記決定したことに少なくとも部分的に基づいて、前記第１のネットワーク機器のネット
ワークインターフェースのブリッジング機能を使用可能にすべきかどうかを決定すること
を更に備える、［１］に記載の方法。
　［２８］　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントであるかどうかを
前記決定する前に、前記第１のネットワーク機器のネットワークインターフェースのブリ
ッジング挙動を不可にすることを更に備える、［１］に記載の方法。
　［２９］　前記第１のネットワーク機器が前記通信ネットワークの前記中央アクセスポ
イントであるかどうかを決定するための動作を再実行すべきかどうかを決定するために、
前記通信ネットワークを監視することを更に備える、［１］に記載の方法。
　［３０］　前記通信ネットワークを前記監視することは、前記通信ネットワークの前記
第１のネットワーク機器を構成する方法を決定するための動作を再実行すべきかどうかを
決定するために、前記第１のネットワーク機器に関連する性能測定を監視することを備え
る、［２９］に記載の方法。
　［３１］　プロセッサと、前記プロセッサと結合された構成ユニットとを備える第１の
ネットワーク機器であって、前記構成ユニットは、前記第１のネットワーク機器が通信ネ
ットワークの中央アクセスポイントであるかどうかを決定することと、ここにおいて、前
記中央アクセスポイントが第１の通信インターフェースを介して前記通信ネットワークの
ゲートウェイに結合され、少なくとも第２の通信インターフェースを介して第２のネット
ワーク機器に結合され、前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントである
と決定したことに応答して、前記中央アクセスポイントとして構成された前記第１のネッ
トワーク機器についての動作パラメータを決定することと、前記第１のネットワーク機器
が前記中央アクセスポイントではないと決定したことに応答して、前記第１のネットワー
ク機器における通信リンク性能測定に少なくとも部分的に基づいて、前記第１のネットワ
ーク機器を構成する方法を決定することとを行うように構成される、第１のネットワーク
機器。
　［３２］　前記構成ユニットは、前記第１のネットワーク機器が前記第１の通信インタ
ーフェースを介して前記ゲートウェイに結合されると決定したことに応答して、ワイドエ
リアネットワークが前記第１のネットワーク機器の前記第１の通信インターフェースから
アクセス可能であるかどうかを決定することと、前記ワイドエリアネットワークが前記第
１のネットワーク機器の前記第１の通信インターフェースからアクセス可能であると決定
したことに応答して、前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントであると
決定することとを行うように構成される、［３１］に記載の第１のネットワーク機器。
　［３３］　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントではないと決定し
たことに応答して、前記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定するように構成さ
れた前記構成ユニットは、前記第１のネットワーク機器と前記中央アクセスポイントとの
間のワイヤレス通信リンクの品質、前記第１のネットワーク機器と前記中央アクセスポイ
ントとの間の電力線通信（ＰＬＣ）リンクの品質、及び前記第１のネットワーク機器にお
けるワイヤレスカバレージの品質に少なくとも部分的に基づく、［３１］に記載の第１の
ネットワーク機器。
　［３４］　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントではないと決定し
たことに応答して、前記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定するように構成さ
れた前記構成ユニットは、前記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定するために
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、前記第１のネットワーク機器と前記中央アクセスポイントとの間の前記ワイヤレス通信
リンクの前記品質と、前記第１のネットワーク機器と前記中央アクセスポイントとの間の
前記ＰＬＣリンクの前記品質と、前記第１のネットワーク機器と前記中央アクセスポイン
トとの間の通信ホップの数と、前記第１のネットワーク機器におけるワイヤレスカバレー
ジの前記品質とを分析するように構成された前記構成ユニットを備える、［３３］に記載
の第１のネットワーク機器。
　［３５］　前記構成ユニットは、前記第１のネットワーク機器のアクセスポイントモジ
ュールをアクティブ化することと、前記第１のネットワーク機器のクライアントステーシ
ョンモジュールを使用不可にすることとによって、アクセスポイントとして前記第１のネ
ットワーク機器を構成すべきか、前記第１のネットワーク機器が前記通信ネットワークに
おけるアクセスポイントと結び付くことができるように、前記第１のネットワーク機器の
前記アクセスポイントモジュールを使用不可にすることと、前記第１のネットワーク機器
の前記クライアントステーションモジュールをアクティブ化することとによって、シンク
機器として前記第１のネットワーク機器を構成すべきか、前記第１のネットワーク機器の
前記アクセスポイントモジュールと前記クライアントステーションモジュールの両方をア
クティブ化することによって、中継機器として前記第１のネットワーク機器を構成すべき
か、又は　前記第１のネットワーク機器の前記アクセスポイントモジュールと前記クライ
アントステーションモジュールの両方を使用不可にすることによって、前記第１のネット
ワーク機器のワイヤレス機能を使用不可にすべきかを決定するように構成される、［３４
］に記載の第１のネットワーク機器。
　［３６］　アクセスポイントとして前記第１のネットワーク機器を構成すべきであると
決定したことに応答して、前記構成ユニットは、前記中央アクセスポイント及び前記第１
のネットワーク機器の前記アクセスポイントモジュールが共通の通信チャネル上で動作す
るように構成されると決定することと、前記中央アクセスポイント及び前記第１のネット
ワーク機器の前記アクセスポイントモジュールが共通の通信チャネル上で動作するように
構成されると決定したことに応答して、中継機器として前記第１のネットワーク機器を構
成すべきかどうかを決定することと、中継機器として前記第１のネットワーク機器を構成
すべきであると決定したことに応答して、前記第１のネットワーク機器の前記クライアン
トステーションモジュールと前記第１のネットワーク機器の前記アクセスポイントモジュ
ールとをアクティブ化することによって、中継機器として前記第１のネットワーク機器を
構成することとを行うように更に構成される、［３５］に記載の第１のネットワーク機器
。
　［３７］　少なくとも前記プロセッサと結合された監視ユニットを更に備え、前記監視
ユニットは、前記通信ネットワークの前記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定
するための動作を再実行すべきかどうかを決定するために、前記通信ネットワークを監視
するように構成される、［３１］に記載の第１のネットワーク機器。
　［３８］　機械実行可能命令を記憶した機械可読記憶媒体であって、前記機械実行可能
命令は、第１のネットワーク機器が通信ネットワークの中央アクセスポイントであるかど
うかを決定することと、ここにおいて、前記中央アクセスポイントが第１の通信インター
フェースを介して前記通信ネットワークのゲートウェイに結合され、少なくとも第２の通
信インターフェースを介して第２のネットワーク機器に結合され、前記第１のネットワー
ク機器が前記中央アクセスポイントであると決定したことに応答して、前記中央アクセス
ポイントとして構成された前記第１のネットワーク機器についての動作パラメータを決定
することと、前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントではないと決定し
たことに応答して、前記第１のネットワーク機器における通信リンク性能測定に少なくと
も部分的に基づいて、前記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定することとを行
うための命令を備える、機械可読記憶媒体。
　［３９］　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントではないと決定し
たことに応答して、前記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定するための前記命
令は、前記第１のネットワーク機器と前記中央アクセスポイントとの間のワイヤレス通信
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リンクの品質、前記第１のネットワーク機器と前記中央アクセスポイントとの間の電力線
通信（ＰＬＣ）リンクの品質、及び前記第１のネットワーク機器におけるワイヤレスカバ
レージの品質に少なくとも部分的に基づく、［３８］に記載の機械可読記憶媒体。
　［４０］　前記第１のネットワーク機器が前記中央アクセスポイントではないと決定し
たことに応答して、前記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定するための前記命
令は、前記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定するために、前記第１のネット
ワーク機器と前記中央アクセスポイントとの間の前記ワイヤレス通信リンクの前記品質と
、前記第１のネットワーク機器と前記中央アクセスポイントとの間の前記ＰＬＣリンクの
前記品質と、前記第１のネットワーク機器と前記中央アクセスポイントとの間の通信ホッ
プの数と、前記第１のネットワーク機器におけるワイヤレスカバレージの前記品質とを分
析するための命令を備える、［３９］に記載の機械可読記憶媒体。
　［４１］　前記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定するための前記命令は、
前記第１のネットワーク機器のアクセスポイントモジュールをアクティブ化することと、
前記第１のネットワーク機器のクライアントステーションモジュールを使用不可にするこ
ととによって、アクセスポイントとして前記第１のネットワーク機器を構成すべきか、前
記第１のネットワーク機器が前記通信ネットワークにおけるアクセスポイントと結び付く
ことができるように、前記第１のネットワーク機器の前記アクセスポイントモジュールを
使用不可にすることと、前記第１のネットワーク機器の前記クライアントステーションモ
ジュールをアクティブ化することとによって、シンク機器として前記第１のネットワーク
機器を構成すべきか、前記第１のネットワーク機器の前記アクセスポイントモジュールと
前記クライアントステーションモジュールの両方をアクティブ化することによって、中継
機器として前記第１のネットワーク機器を構成すべきか、又は　前記第１のネットワーク
機器の前記アクセスポイントモジュールと前記クライアントステーションモジュールの両
方を使用不可にすることによって、前記第１のネットワーク機器のワイヤレス機能を使用
不可にすべきかを決定するための命令を備える、［４０］に記載の機械可読記憶媒体。
　［４２］　アクセスポイントとして前記第１のネットワーク機器を構成すべきであると
決定したことに応答して、前記命令は、前記中央アクセスポイント及び前記第１のネット
ワーク機器の前記アクセスポイントモジュールが共通の通信チャネル上で動作するように
構成されると決定することと、前記中央アクセスポイント及び前記第１のネットワーク機
器の前記アクセスポイントモジュールが共通の通信チャネル上で動作するように構成され
ると決定したことに応答して、中継機器として前記第１のネットワーク機器を構成すべき
かどうかを決定することと、中継機器として前記第１のネットワーク機器を構成すべきで
あると決定したことに応答して、前記第１のネットワーク機器の前記クライアントステー
ションモジュールと前記第１のネットワーク機器の前記アクセスポイントモジュールとを
アクティブ化することによって、中継機器として前記第１のネットワーク機器を構成する
こととを行うための命令を更に備える、［４１］に記載の機械可読記憶媒体。
　［４３］　前記命令は、前記第１のネットワーク機器を構成する方法を決定するための
動作を再実行すべきかどうかを決定するために、前記通信ネットワークを監視するための
命令を更に備える、［３８］に記載の機械可読記憶媒体。
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